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・
所
有
理
論

機
関
所
有
の
集
中

A

日
本
の
状
況
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開

題

大
企
業
の
支
配
者
は
、
誰
で
あ
る
か
。
彼
は
、
何
に
拠
っ
て
支
配
を
行
使
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
彼
は
、
い
か
な
る
動
機
い
か
な
る

意
図
の
も
と
に
支
配
を
行
使
し
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
支
配
は
い
か
な
る
制
約
の
も
と
に
行
使
せ
ら
れ
、
そ
の
支
配
は
い
か
な
る

正
当
性
を
ど
れ
ほ
ど
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
間
題
は
、
現
代
社
会
・
現
代
経
済
・
現
代
経
営
・
現
代
政
治
を
把
握
す
る
た
め
の
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
こ
の
問
題
は
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
の
問
題
の
大
き
さ
、
重
要
さ
を
考
え
た
と
き
、
む
し
ろ
、
少

な
い
と
さ
え
言
い
え
よ
う
。
そ
の
少
な
さ
は
、
支
配
者
に
よ
っ
て
支
配
せ
ら
れ
る
側
の
従
業
員
な
い
し
労
働
者
に
関
す
る
調
査
研
究
の
そ

ハ
1
〉

た
だ
ち
に
う
な
ず
け
る
こ
と
で
あ
る
う
。

の
殖
大
た
質
量
と
比
べ
た
と
き
、

(
2
V
 

何
故
に
、
企
業
支
配
者
に
関
す
る
調
査
研
究
が
少
な
い
か
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
は
い
く
つ
か
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
研
究
者
自
体
に

つ
い
て
ふ
り
返
っ
て
み
た
と
き
次
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ろ
。
現
代
は
資
本
主
義
社
会
で
あ
り
、
資
本
主
義
社
会
と
は
資

本
の
所
有
者
た
る
資
本
家
が
企
業
支
配
権
を
掌
握
す
る
社
会
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
現
代
企
業
の
支
配
者
は
資
本
家
で
あ
り
、
彼
の
代

理
人
で
あ
る
、
と
い
う
固
定
的
な
観
点
が
、
問
題
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
、
豊
か
な
杷
握
の
叢
生
を
回
ん
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
。
生

〈

3
V

産
手
段
の
所
有
を
最
も
問
題
に
す
る
マ
ル
ク
ス
理
論
が
解
釈
学
傾
向
に
流
れ
て
ゆ
き
つ
つ
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
所
有
の
内
容
は
支
配
で
あ
り
、
会
社
の
所
有
者
と
そ
支
配
者
に
は
か
な
ら
ぬ
と
い
7
認
識
に
た
い
し
て
、
所
有
と
支
配
の

分
離
"
経
堂
者
支
配
を
圧
倒
的
な
か
た
ち
で
提
起
し
た
の
が
、
パ

i
リ
"
ミ

i
ン
ズ
の
『
近
代
株
式
会
社
と
私
有
財
産
』
で
あ
る
。
彼
等

は
、
会
社
が
大
規
模
化
す
る
に
従
っ
て
株
式
は
分
散
し
、
分
散
の
度
が
進
む
に
徒
っ
て
、
大
株
主
の
完
全
所
有
支
配
か
ら
過
半
数
所
有
支



配
、
少
数
所
有
支
配
へ
と
支
配
形
態
は
推
移
し
、
さ
ら
に
分
散
が
一
層
す
す
み
大
株
主
の
議
決
権
に
よ
っ
て

株
主
総
会
を
支
配
す
る
こ

と
が
出
来
な
く
な
り
、
所
有
者
支
配
か
ら
経
営
者
支
配
へ
転
化
す
る
と
い
う
仮
説
を
た
て
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
の
産
業
最
大

二
O
O社
に
お
い
て
実
証
し
た
。

こ
の
バ

i
リ
u
ミ
l
ン
ズ
の
経
営
者
支
配
論
は
、
ア
メ
リ
カ
は
も
ち
ろ
ん
わ
が
国
に
お
い
て
も
多
く
の
追
随
者
を
生
ん
だ
。
そ
し
て
、

こ
の
理
論
に
た
い
し
て
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
資
本
主
義
"
所
有
者
支
配
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
批
判
が
現
わ
れ
た
。
こ
の
批
判
の
仕

方
は
か
な
ら
ず
も
わ
た
く
し
を
満
足
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
パ

i
リ
u

ミ
I
ン
ズ
論
に
た
い
し
て
、
株
式
の
分
散
停

止
論
を
も
っ
て
す
る
批
判
論
文
を
発
表
し
た
。
大
株
主
は
会
社
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
種
の
支
配
利
得
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

な
の
に
、
株
式
の
分
散
が
進
行
し
、
こ
れ
以
上
分
散
し
た
ら
支
配
の
坐
か
ら
す
べ
り
落
ち
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
彼
は
株
式
の
分
散
を

停
止
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
株
式
の
分
散
を
停
止
せ
し
め
る
資
本
調
達
の
手
段
が
あ
れ
ば
、
支
配
者
は
当
然
そ
の
よ
う
な
手
段
を
と
る
に

違
い
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
現
実
に
大
企
業
を
み
る
と
、
会
社
の
大
規
模
化
に
伴
な
い
確
か
に
株
式
は
分
散
す
る
が
、
あ
る
程
度
分
散
す

る
と
今
度
は
逆
に
集
中
化
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
所
有
者
支
配
は
依
然
と
し
て
続
い
て
お
り
、
バ

l
リ
川
ミ

i
ン
ズ
の
経
営
者

ハ
4
〉

支
配
論
は
否
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

弘
主
、

i
i
 の
ち
に
な
っ
て
、
株
式
の
分
散
の
停
止
論
は
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
は
、
正
木
久
司
・
晴
山
英
夫
両
教
授
と
い
っ

し
ょ
に
、
日
本
に
お
け
る
最
大
二

O
O社
(
金
融
会
社
を
除
く
)
の
所
有
者
と
支
配
に
関
す
る
実
証
的
研
究
を
こ
こ
ろ
み
た
こ
と
に
よ
る
。

調
査
は
、
昭
和
十
一
年
、
昭
和
コ
二
年
、
昭
和
四
一
年
の
三
時
点
を
と
り
、
パ

l
リ
"
ミ

1
ン
ズ
に
よ
っ
て
開
発
せ
ら
れ
た
持
株
比
率
別

支
配
形
態
の
推
移
を
調
べ
る
と
と
も
に
、

T
N
E
C
(、H
，

O
B
H
5
2
ミ
-ZmH門

戸

0
5
-
開
口

0
8
5
W
口。

5
5
0
0〉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
調
査
に

〈

5
〉

よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
所
有
主
体
u
支
配
主
体
別
支
配
形
態
の
推
移
を
併
せ
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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企
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四

こ
の
調
査
の
結
果
を
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
分
析
し
た
。

1 

個
人
所
有
の
分
散
と
機
関
所
有
の
集
中

支
配
的
大
株
主
の
見
あ
た
ら
ぬ
会
社
(
大
株
主
の
株
主
比
率
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
)
す
な
わ
ち
経
営
者
支
配
の
会
社
は
、
昭
和
十
一

年
の
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
昭
和
三
一
年
の
六
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
増
加
し
株
式
の
分
散
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
昭
和
三
一
年
か
ら
昭
和

四
一
年
に
か
け
て
、
経
営
者
支
配
会
社
は
六
六
パ
ー
セ
ン
ト
は
六

O
パ
ー
セ
ン
ト
と
減
少
し
、
逆
に
そ
の
減
少
分
だ
け
少
数
支
配
会
社
が

増
加
し
て
お
り
、
株
式
の
集
中
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
見
る
と
、
さ
き
の
私
の
株
式
の
分
散
の
停
止
論
は
あ
ら
た
め
て
実
証
さ
れ
た

か
に
み
え
る
。

だ
が
、
支
配
主
体
別
支
配
形
態
を
み
た
と
き
、
さ
き
の
増
加
し
た
少
数
所
有
支
配
会
社
は
い
ず
れ
も
複
数
会
社
支
配
会
社
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
単
純
に
株
式
の
分
散
停
止
論
を
の
べ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。

株
式
の
所
有
者
別
分
布
状
況
を
調
べ
た
と
き
、
過
半
数
を
占
め
て
い
た
個
人
所
有
は
四

O
パ
ー
セ
ン
ト
さ
ら
に
は
一
二

C
パ
ー
セ
ン
ト
と

減
少
し
て
ゆ
き
、
か
っ
各
会
社
の
十
大
株
主
の
な
か
に
、
個
人
名
は
殆
ん
ど
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
ま
で
に
な
っ
て
た
の
で
あ
る
。
逆

に
、
政
府
・
地
方
公
共
団
体
・
銀
行
・
保
険
・
会
社
そ
の
他
法
人
に
よ
る
所
有
が
増
大
し
、
十
大
株
主
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
ら
に
よ
ヲ
て
占

め
ら
れ
る
状
況
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
、
個
人
な
ら
ざ
る
所
有
者
た
る
政
府
・
地
方
公
共
団
体
、
銀
行
・
保
険
等
の
金
融
機
関
、

産
業
会
社
等
の
法
人
を
機
関
宮
田
号
足
立
。
ロ
と
一
括
呼
称
す
れ
ば
、
個
人
所
有
の
分
散
、
機
関
所
有
の
集
中
と
い
う
現
象
が
起
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
図
示
す
れ
ば
、

B
図
の
よ
う
に
な
る
。

2 

機
関
所
有
日
経
営
者
支
配
の
三
類
型

所
有
が
機
関
所
有
を
も
っ
て
支
配
的
な
状
況
に
あ
る
会
社
に
お
い
て
は
、
個
人
所
有
に
も
と
づ
く
支
配
は
存
立
し
な
い
こ
と
は
当
然
で



持

株

比

率

株式分散の停止A図

時の推移・規模の拡大

持

株

比

率

個人所有の分散，機関所有の集中

時の推移・規模の拡大

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
支
配
的
意
思
決
定
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
は
、
資
本
の
所
有
n

大
株
主
個
人
で
は
な
く
、
経
営
者
で
あ
る
。
機
関
所

B図

有
と
い
う
所
有
形
態
に
お
け
る
支
配
形
態
が
経
営
者
支
配
に
他
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
、
パ

l
リ
"
ミ

l
ン
ズ
の
う
ち
出
し
た
支
配
類
型
と

し
て
の
完
全
所
有
支
配
・
多
数
支
配
・
少
数
支
配
・
経
営
者
支
配
は
、
個
人
所
有
支
配
か
ら
経
営
者
支
配
へ
の
推
移
を
示
す
も
の
と
し
て

意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
機
関
所
有
が
支
配
的
な
段
階
に
い
た
っ
た
今
日
で
は
、
こ
の
支
配
類
型
の
意
味
は
既
に
乏
し
く
な
っ

現
代
企
業
支
配
論
序
説

た
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、

T
N
E
C
が
支
配
主
体
別
に
と
ら
え
て
う
ち
出
し
た
家
族
支
配
・
会
社
支
配
・
支
配
的
所
有
主
体
な
し
"
経

五
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~ 
J、、

営
者
支
配
の
三
類
型
も
、
所
詮
は
経
営
者
支
配
の
三
類
型
と
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
バ

l
リ
u

ミ
l
ン
ズ
の

四
類
型
に
し
ろ
、

T
N
E
C
の
三
類
型
に
し
ろ
、
そ
れ
は
支
配
的
所
有
主
体
は
誰
で
あ
り
、
大
株
主
に
お
け
る
所
有
の
分
散
と
集
中
の
度

合
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
現
在
な
お
意
味
を
夫
な
っ
て
い
な
い
。

3 

他
人
資
本
と
支
配

他
人
資
本
の
う
ち
銀
行
借
入
金
は
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
。
だ
が
、
支
配
的
大
株
主
は
自
己
資
本
の
総
額
を
支
配
す
る
の
に
た
い

し
て
、
銀
行
は
自
行
の
貸
付
金
の
み
に
つ
い
て
権
利
を
保
有
し
て
お
る
の
で
あ
っ
て
、
他
行
の
貸
付
金
に
つ
い
て
は
何
等
発
言
力
を
も
っ

も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
銀
行
借
入
金
総
額
は
巨
額
に
の
ぼ
る
が
、
数
十
行
、
百
数
十
行
に
よ
っ
て
貸
付
け
ら
れ
、
筆
頭
銀
行
に
し
て

自
己
資
本
を
凌
駕
す
る
も
の
は
、
例
外
を
除
い
て
な
い
。
だ
が
、
銀
行
は
潜
在
的
支
配
力
を
も
っ
と
い
い
う
る
し
、
そ
の
よ
う
な
銀
行
は

同
時
に
大
株
主
で
も
あ
る
。
銀
行
は
、
経
営
者
支
配
の
補
完
を
な
す
と
い
い
え
よ
う
。
銀
行
も
ま
た
機
関
の
一
種
た
る
こ
と
を
想
起
す
れ

ば
、
当
然
の
こ
と
と
も
い
い
え
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
調
査
分
析
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
な
っ
た
問
題
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
一
一
点
に
要
約
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

一
つ
は
個

人
所
有
の
分
散
・
機
関
所
有
の
集
中
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
機
関
所
有
の
も
と
に
お
い
て
成
立
す
る
経
営
者
支
配
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

問
題
に
つ
い
て
、
既
に
若
干
論
述
は
し
て
い
る
。
だ
が
、
現
代
大
企
業
の
所
有
と
支
配
の
問
題
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
問
題
が
決
定
的

な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

(

1

)

わ
た
く
し
は
か
つ
て
、
会
社
支
配
論
な
い
し
経
蛍
者
支
配
論
を
さ
ま
ざ
ま
の
か
た
ち
で
展
開
し
来
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
制
度
学
派
の
諸
論
者
の

所
説
に
批
判
的
論
述
を
ほ
と
こ
し
た
『
ア
メ
ワ
力
経
営
思
想
批
判
|
|
現
代
大
企
業
論
研
究
。
|
|
』
(
未
来
社
、
一
九
六
六
年
)
を
出
し
た
。
そ
の



二
九
頁
か
ら
三
一
三
頁
に
か
け
て
、
そ
の
時
ま
で
の
主
要
な
文
献
を
襲
理
し
て
記
し
た
。

な
お
、
正
木
久
司
「
ア
メ
リ
カ
株
式
会
社
に
関
す
る
文
献
紹
介
」
『
同
志
社
商
学
第
=
二
巻
五
六
号
』
は
、
向
教
授
の
ア
メ
リ
カ
留
学
の
成
果
の

一
端
と
し
て
発
表
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
よ
く
整
理
せ
、
り
れ
有
益
で
あ
る
。

(

2

)

間
宏
『
日
本
の
使
用
者
団
体
と
労
使
関
係
!
|
社
会
史
的
研
究
|
|
』
(
日
本
労
働
協
会
・
一
九
八
一
年
)
も
ま
た
、
労
働
組
合
の
調
査
研
究

の
多
さ
に
た
い
し
て
、
使
用
者
団
体
の
調
査
研
究
が
き
わ
め
て
少
な
い
と
と
を
慨
嘆
し
て
い
る
。
レ
ベ
ル
こ
そ
ち
が
え
、
同
じ
問
題
で
あ
る
。

(
3
)

マ
ル
ク
ス
の
所
有
理
論
の
日
本
に
お
け
る
最
近
の
成
果
は
、
む
し
ろ
解
釈
学
的
傾
向
を
示
し
、
現
実
動
向
の
理
解
に
資
す
る
と
こ
ろ
少
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
す
こ
し
長
く
な
る
の
で
、
「
付
論
」
の
形
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

(

4

)

拙
稿
「
会
社
支
配
と
株
式
の
分
散
」
(
『
立
教
大
学
経
済
学
研
究
』
第
十
六
巻
第
三
号
、
昭
和
三
九
年
二
月

Y

の
ち
に
、
拙
著
『
ア
メ
リ
カ
経

営
思
想
批
判
|
|
現
代
大
企
業
日
嗣

l
l』
(
未
来
社
、
一
九
六
六
年
)
の
第
二
寧
「
パ

l
リ
u
ミ
l
ン
ズ
〈
会
社
革
命
論
〉
批
判
と
し
て
収
録
。

(
5
)
=
一
戸
公
・
正
木
久
司
・
晴
山
英
夫
『
大
企
業
に
お
け
る
所
有
と
支
配
』
(
未
来
J

位
、
一
九
七
三
年
)
な
お
、
こ
の
書
物
に
も
、
り
れ
た
調
査
研
究

は
、
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
日
本
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
主
要
な
調
査
研
究
を
検
討
し
、
と
る
べ
き
を
と
り
、
捨
て
る
べ
き
は
捨
て
、
自
分
た
ち
の
研
究

の
意
義
を
た
し
か
め
た
意
を
置
い
た
よ
で
調
査
結
果
と
そ
の
分
析
を
叙
述
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
書
物
以
降
に
出
さ
れ
た
主
要
な
研
究
に
つ
い
て
は
、
本
論
の
中
で
何
等
か
の
形
で
ふ
れ
た
い
。

付
論
、
平
田
清
明
・
個
体
的
所
有
論
と
そ
の
周
辺
お
よ
び
昔
日
民
人
理
論

「
資
本
制
的
蓄
積
の
歴
史
的
傾
向
」
を
め
ぐ
っ
て
、
現
代
社
会
に
お
け
る
所
有
と
支
配
の
問
題
を
問
う
こ
と
は
、
資
本
主
義
社
会
と
は

何
か
、
社
会
主
義
社
会
と
は
何
か
、
を
根
本
的
に
問
い
直
す
作
業
で
も
あ
る
。
資
本
主
義
も
驚
く
ほ
ど
変
貌
を
遂
げ
た
が
、
そ
れ
以
上
に

パ
ラ
色
に
つ
ワ
ま
れ
た
社
会
主
義
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
現
実
の
社
会
主
義
国
の
具
体
的
情
、
掘
に
よ
り
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
。
そ
れ
を
真

塾
敏
感
に
受
け
と
め
ら
れ
た
平
田
清
明
教
授
は
、
新
た
な
所
有
理
論
を
提
起
せ
ら
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
個
体
的
所
有
論
な
い
し
「
個
体
論
的

所
有
再
建
論
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

現
代
企
業
支
配
論
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平
田
教
授
は
、

『
資
本
論
第
一
巻
、
第
二
回
章
第
七
篇
資
本
制
約
蓄
積
の
歴
史
的
傾
向
』
の
な
か
の
有
名
な
章
句
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ

を
挺
子
と
し
て
、
唯
物
史
観
お
よ
び
社
会
主
義
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
を
覆
そ
う
と
さ
れ
る
。

あ
の
「
資
本
制
的
私
有
財
産
の
葬
送
の
鐘
が
鳴
る
。

収
奪
者
が
収
奪
さ
れ
る
。
」

」
れ
に
つ
づ
く
箇
所
を
フ
ラ
ン
ス
語
版
よ
り
次
の
よ

う
に
訳
さ
れ
る
。

「
否
定
の
否
定
は
、
勤
労
者
の
私
的
所
有
で
は
な
く
て
、
資
本
家
時
代
の
獲
得
物
た
る
、
協
業
と
土
地
と
を
ふ
く
む
全

生
産
手
段
の
共
同
占
有
と
に
も
と
づ
く
、
勤
労
者
の
個
体
的
所
有
を
再
建
す
る
。
」

平
田
教
授
は
い
わ
れ
る
。

「
こ
こ
に
解
明
さ
れ
た
否
定
の
否
定
の
内
容
を
い
ま
ま
で
お
お
い
か
く
し
て
き
た
者
は
、
誰
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
八
資
本
論
の
研
究
者
〉
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
と
く
に
、

『カ

i
ル
・
マ
ル
ク
ス
』
の
著
者
レ

l
ニ
ン
の
名
を
、
こ
こ
に
、
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
己
(
一

O
六
頁
)

こ
の
文
章
は
、
『
市
民
社
会
と
社
会
主
義
』
(
岩
波
書
広
・
一
九
六
九
年
)
よ
り
の
引
用
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
及
。
ひ
「
付
論
、
個
体
的

所
有
の
再
建
を
め
ぐ
る
『
資
本
論
』
各
国
語
版
の
検
討
」
を
も
ふ
く
む
『
経
済
学
と
歴
史
認
識
』

(
岩
波
書
届
・
一
九
七
一
年
)
を
遇
読

し
、
な
か
な
か
難
し
い
。
む
し
ろ
、
ざ
つ
く
り
語
ら
れ
た
「
社
会
主
義
に
お
け
る
人
間
の
再
生
」
(
『
潮
』
昭
和
四
四
年
春
季
号
)
が
わ
か

り
易
い
。
こ
の
文
は
、

「
資
本
論
の
理
論
的
妥
当
性
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
史
的
唯
物
論
そ
の
も
の
が

非
西
欧
諸
国
に
お
い
て
は
直
接
的
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
」
と
の
マ
ル
グ
ス
の
ベ
ラ
・
ザ
ス

l
リ
ッ
チ
宛
の
手
紙
の
紹
介
か
ら
は
じ
ま
る
。

個
体
的
所
有
の
再
建
と
は
、
次
の
説
明
と
受
け
と
っ
て
よ
か
ろ
う
。

「
つ
ま
り
排
他
的
な
人
間
と
し
て
自
己
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、
本
当

の
自
己
獲
得
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
な
る
ほ
ど
共
同
体
の
破
壊
を
通
じ
て
人
が
個
人
と
し
て
、
あ
る
い
は
自
我
と
し

て
己
れ
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
人
類
史
の
進
歩
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
排
他
的
な
関
係
に
よ
り
自
己
獲
得
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

反
面
で
は
共
同
性
と
い
う
人
間
性
を
、
愛
に
お
い
て
示
さ
れ
る
人
間
性
を
、
喪
失
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
広
く
生
産
と
生
活
の
領
域
に



お
い
て
、
人
間
的
愛
を
実
現
す
る
こ
と
こ
そ
人
聞
の
本
質
で
あ
る
は
ず
で
ご
ざ
い
ま
す
。
人
類
の
願
い
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
ブ
ル

ジ
ョ
ア
的
な
私
的
日
個
体
的
な
自
己
獲
得
に
対
置
し
て
、
共
同
的
日
個
体
的
な
自
己
獲
得
を
提
起
し
た
こ
と
こ
そ
、

マ
ル
ク
ス
の
特
徴
で

あ
り
ま
す
。
」

初
期
マ
ル
ク
ス
の
人
間
愛
を
直
接
的
に
吐
露
し
た
言
葉
の
い
く
つ
か
を
想
起
す
れ
ば
、
平
田
教
授
の
個
体
的
所
有
の
再
建
論
は
、
お
そ

ら
く
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
俗
流
化
の
道
を
歩
み
始
め
た
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
よ
り
、

マ
ル
ク
ス
そ
の
人
の
思
想
に
近
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

平
田
教
授
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
町
フ
ラ
ン
ス
語
版
資
本
論
の
研
究
』

(
大
月
書
底
・
一
九
七
五
年
)
に
と
り
組
ん
だ
林
直
道
教
授
も
ま

た

『
史
的
唯
物
論
と
所
有
理
論
』

(
大
月
書
居
、

一
九
七
四
年
)
に
よ
っ
て
、
例
の
問
題
の
個
所
を
と
り
あ
げ
て
お
、
り
れ
る
。
林
教
授

は
、
平
田
教
授
に
よ
っ
て
す
で
に
批
判
ず
み
の
「
生
産
手
段
は
社
会
的
所
有
・
消
費
対
象
は
個
人
的
所
有
」
と
い
う
エ
ン
ゲ
ル
ス
・
レ
ー

ニ
ン
の
理
解
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
考
え
を
田
口
富
久
治
教
授
の
批
判
の
反
批
判
と
い
う
形
で
よ
り
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第

六
章
「
資
本
制
蓄
積
の
歴
史
的
傾
向
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

さ
き
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
わ
た
く
し
は
、
平
田
教
授
の
解
釈
の
方
が
マ
ル
グ
ス
に
近
い
と
思
う
。
だ
が
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
・
レ

l
ニ
ン

の
見
解
が
か
な
り
の
深
み
に
お
い
て
批
判
を
う
け
て
、
な
お
林
教
授
が
自
説
を
固
守
さ
れ
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
そ
れ
に
は
、
そ
れ
な

り
の
根
拠
が
あ
る
。
平
田
教
授
の
所
有
論
は
哲
学
的
解
釈
に
ま
で
昇
華
・
抽
象
化
し
て
し
ま
い
、
そ
の
レ
ベ
ル
で
と
っ
と
ま
り
具
体
的
な

財
の
所
有
形
態
、
現
実
的
な
財
の
所
有
権
の
問
題
が
捨
象
さ
れ
て
仕
舞
っ
た
ま
ま
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
問
題
に
こ
た
え
な
い
か
ぎ

り
、
平
田
教
授
が
マ
ル
ク
ス
と
と
も
に
願
望
せ
ら
れ
る
愛
の
世
界
は
、
現
実
の
も
の
と
は
な
り
え
な
い
。

マ
ル
グ
ス
の
世
界
は
科
学
と
予

一
言
な
い
し
宗
教
の
な
い
ま
ざ
っ
た
世
界
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ

l
ニ
ン
、
林
教
授
の
解
釈
す
る
世
界
の
現
実
が
い
か
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代
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な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
社
会
主
義
と
い
わ
れ
る
諸
国
の
現
実
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

資
本
主
義
社
会
の
成
立
と
止
揚
と
を
め
ぐ
る
否
定
の
否
定
の
解
釈
論
議
を
い
か
に
重
ね
て
も
、
現
代
社
会
の
株
式
会
社
形
態
を
と
る
大

企
業
の
現
実
的
動
向
の
理
解
に
ほ
と
ん
ど
資
す
る
も
の
は
得
ら
れ
な
い
。
芝
原
拓
自
『
所
有
と
生
産
様
式
の
歴
史
理
論
』

(
青
木
書
官
、

一
九
七
二
年
)
も
ま
た
、
過
去
の
歴
史
の
一
つ
の
解
釈
で
は
あ
っ
て
も
現
代
資
本
主
義
諸
国
の
大
企
業
の
所
有
の
情
況
と
そ
の
趣
く
と
こ

ろ
の
将
来
の
具
体
的
理
解
に
殆
ん
ど
資
す
る
も
の
が
な
い
。
さ
ら
に
重
ね
れ
ば
、
望
月
清
司
著
『
マ
ル
ク
ス
歴
史
理
論
の
研
究
』

(
岩
波

書
底
、

一
九
七
三
年
)
も
ま
た
、
所
有
・
生
産
関
係
・
唯
物
史
観
を
語
り
な
が
ら
も
、
現
代
に
お
け
る
支
配
的
・
圧
倒
的
な
生
産
手
段
た

る
大
企
業
の
所
有
を
め
ぐ
る
問
題
・
そ
の
帰
趨
の
現
実
的
理
解
に
、
ほ
と
ん
ど
資
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

マ
ル
グ
ス
理
論
は
、
い
つ
か
ら

な
ぜ
解
釈
学
に
転
化
し
た
の
で
あ
る
か
。

な
お
、
ヴ
ラ
ジ

l
ミ
ル
・
ペ
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
・
シ
ュ
グ
レ
ド
フ
著
・
岡
稔
・
西
村
可
明
訳
『
社
会
主
義
的
所
有
の
基
本
問
題
1
1
i経
済

と
法

l
i』

(
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
七
三
一
年
)
は
、
ソ
連
社
会
主
義
の
現
実
に
立
脚
し
た
所
有
と
管
理
の
理
論
で
あ
り
、

ソ
連
に
お
け

る
所
有
と
管
理
の
現
実
を
う
か
が
わ
せ
る
。

わ
た
く
し
の
知
る
か
ぎ
り
、
最
も
注
目
す
、
へ
き
も
の
は
、
吉
田
民
人
『
資
本
主
義
・
社
会
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
終
需

l
i所
有
論
の
再

建
を
求
め
て
|
|
」
〈
「
季
刊
。
創
造
の
世
界
」

一
九
七
八
。
二
八
号
)
で
あ
る
。
野
心
的
な
表
題
に
適
し
い
力
作
で
あ
り
、
資
本
主
義
・

社
会
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
関
す
る
根
源
的
な
問
い
か
け
、
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
吉
田
教
授
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
基
本
的
・
諸
範
曙

マ
ル
グ
ス
主
義
諸
文
献
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
も
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
呪
縛
か
ら
完
全
に
解
き
放
た
れ
た
地
点
に
立
っ
て
問
題
に
追
っ
て
い

る
@
自
に
触
れ
る
こ
と
少
な
い
の
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

教
授
は
、
私
的
所
有
、
商
品
、
労
働
力
商
品
化
、
利
潤
、
搾
取
、
階
級
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
の
基
本
的
諸
範
曙
を
そ
れ
ぞ
れ
概
念
分



析
し
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
に
お
よ
そ
い
か
な
る
内
容
・
規
定
が
も
り
こ
ま
れ
て
い
る
か
を
蹄
分
け
す
る
。
そ
の
上
で
所
有
理
論
を

独
自
に
構
想
し
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
所
有
の
歴
史
理
論
と
所
有
の
理
論
概
念
の
区
別
を
す
る
。
所
有
の
歴
史
概
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
社
会
的
な
通
念
と

法
律
的
概
念
の
二
者
に
わ
か
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
時
代
時
代
の
特
殊
な
歴
史
的
所
有
概
念
を
統
合
し
う
る
一
般
的
理
論
を
つ
く
っ
た
上

で
、
所
有
の
歴
史
的
現
実
の
分
析
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

「
所
有
と
は
、
あ
る
個
人
的
ま
た
は
集
団
的
な
主
体
が
、
他
の
主

体
か
ら
制
約
さ
れ
ず
、

つ
ま
り
自
律
的
に
あ
る
関
係
行
為
を
な
し
う
る
関
係
」
と
規
定
し
て
い
る
。

次
に
、

マ
ル
ク
ス
の
所
有
概
念
を
一
二
層
に
お
い
て
識
別
す
る
。
第
一
に
哲
学
的
視
点
で
あ
り
、
人
間
が
そ
の
物
質
的
・
精
神
的
な
関
係

行
為
を
と
お
し
て
、
自
然
を
世
界
を
対
象
を
能
動
的
あ
る
い
は
自
己
豊
能
化
的
に
包
摂
す
る
営
み
。
こ
の
哲
学
的
範
噂
を
基
底
と
し
て
、

第
二
、
第
三
の
具
体
的
層
位
が
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
感
性
視
点
の
〉
ロ
乙
官
ロ
ロ
聞
で
あ
り
、
見
る
、
聞
く
、
喚
ぐ
、
味
わ
う
、
思
惟

す
る
、
意
欲
す
る
、
活
動
す
る
、
愛
す
る
等
々
、
対
象
に
対
す
る
関
係
行
為
に
お
い
て
、
人
間
的
感
性
を
豊
か
に
解
放
さ
れ
ろ
こ
と
。
そ

し
て
、
第
三
に
、
理
性
視
点
な
い
し
意
思
決
定
視
点
か
ら
す
る
〉
ロ
包
問
ロ
ロ
ロ
ー
同
(
わ
か
も
の
と
す
る
、
領
有
・
取
得
・
獲
所
・
内
化
)
、
す

な
わ
ち
社
会
構
造
論
的
範
噂
と
し
て
の
所
有
と
し
て
、
関
係
行
為
に
お
け
る
自
己
決
定
性
な
い
し
自
律
性
の
層
位
が
あ
る
。
平
田
・
個
体

的
所
有
概
念
は
、
第
三
レ
ベ
ル
の
社
会
的
構
造
論
範
曜
と
結
び
つ
き
難
い
。
そ
れ
は
、
第
一
レ
ベ
ル
の
概
念
に
傾
斜
し
て
い
た
か
ら
だ
、

と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
わ
た
く
し
の
さ
き
の
批
判
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、

マ
ル
ク
ス
主
義
学
者
は
一
般
に
、
歴
史
概
念
の
み
で
こ
と
足

れ
り
と
し
、
理
論
概
念
を
不
要
と
す
る
傾
向
が
強
い
と
指
摘
さ
れ
る
。

で
は
、
社
会
構
造
視
点
の
所
有
は
い
か
な
る
把
握
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
か
。
そ
れ
に
は
、
さ
き
の
定
義
に
立
ち
、
所
有
の
主
体
、
客
体
、

内
容
の
三
つ
の
基
礎
範
曜
が
必
要
で
あ
る
。
所
有
の
主
体
は
経
験
的
に
、
個
人
・
家
族
・
企
業
e

自
治
体
・
国
家
・
国
際
的
ブ
ロ
ッ
ク
・

現
代
企
業
文
配
論
序
説
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人
類
等
々
。
理
論
的
に
は
、
部
分
主
体
・
全
体
主
体
の
二
分
法
、
個
人
・
ア
ソ
レ
エ

l
シ
ョ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
三
分
法
、
個
人
・
部

分
社
会
・
全
体
社
会
の
三
分
法
等
々
が
研
究
目
的
に
応
じ
て
適
宜
選
択
さ
れ
よ
う
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
私
的
所
有
・
社
会
的
所
有
と
い
う

二
分
法
も
、
そ
の
一
つ
に
す
、
き
な
い
。

所
有
の
客
体
は
、
生
産
手
段
・
交
通
手
段
・
消
費
手
段
と
し
て
機
能
す
る
物
的
・
情
報
的
・
人
的
・
関
係
的
な
四
タ
イ
プ
の
財
な
い
し

資
源
と
カ
テ
ゴ
-
フ
イ
ズ
き
れ
る
。
関
係
的
資
源
と
は
地
位
・
貨
幣
・
権
力
・
威
信
等
で
あ
る
。

所
有
内
容
と
は
、
所
有
客
体
に
対
す
る
一
定
の
自
律
的
な
関
係
行
為
の
可
能
性
の
内
容
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
意
思
決
定
の
領
域
、
水

準
、
局
面
の
視
角
が
あ
る
が
、
領
域
は
使
用
・
収
益
・
処
分
と
か
、
生
産
領
域
で
は
投
資
・
製
品
・
技
術
等
の
選
択
・
人
事
・
常
業
等

。々
所
有
を
意
思
決
定
的
視
点
か
ら
み
る
と
、
管
理
と
の
区
別
を
い
か
に
つ
け
る
か
の
問
題
が
生
ず
る
。
主
体
の
客
体
へ
の
自
律
的
関
係
行

為
が
制
度
に
よ
っ
て
現
実
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
所
有
を
権
利
関
係
と
し
て
の
所
有
と
名
づ
け
、
そ
の
有
無
に
拘
ら
ず
現
実

に
存
在
す
る
所
有
を
事
実
関
係
と
し
て
の
所
有
と
呼
ぶ
な
ら
、
前
者
を
所
有
、
後
者
を
管
理
と
い
う
。
所
有
と
管
理
が
誰
離
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、
後
者
が
重
要
と
な
る
。
次
に
、
所
有
内
容
の
タ
イ
プ
に
よ
り
、
所
有
と
管
理
を
わ
け
る
見
方
が
あ
る
。
処
分
・
収
益
が
所
有
、
使

用
が
管
理
。
第
三
に
、
関
係
行
為
の
可
能
性
の
集
合
を
所
有
と
し
、
現
実
の
関
係
行
為
そ
の
も
の
の
集
合
を
管
理
と
す
る
。
筆
者
は
こ
れ

を
と
る
。

さ
て
、
以
上
の
所
有
分
析
の
基
礎
理
論
に
よ
っ
て
社
会
シ
ス
テ
ム
の
所
有
権
を
分
析
す
る
枠
組
み
に
す
る
と
、
集
権
性
と
分
権
性
の
第

一
次
的
構
造
原
理
と
、
自
梓
位
と
他
律
性
の
第
二
次
的
構
造
原
理
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
新
し
い
所
有
構
造
を
模
索
す
れ
ば
、

集
権
的
な
自
律
的
構
造
、
集
権
的
他
律
的
構
造
、
分
権
的
自
律
的
構
造
、
分
権
的
他
律
的
構
造
の
四
者
が
考
え
ら
れ
る
が
、
テ
ク
ノ
グ
ラ



テ
ィ
ッ
ク
な
集
権
的
他
律
的
構
造
、
デ
モ
グ
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
分
権
的
他
律
的
構
造
の
統
合
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

わ
た
く
し
は
、
以
上
の
吉
田
理
論
を
お
そ
ら
く
は
最
も
精
轍
な
所
有
の
一
般
理
論
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
現
代
企
業
の
支
配
者
は
誰
で
あ

る
か
の
分
析
に
、
鋭
利
な
武
器
を
提
供
し
て
い
る
。

機
関
所
有
の
集
中

A 

日
本
の
状
況

現
代
に
お
け
る
所
有
の
最
も
特
長
的
な
現
象
は
、
個
人
所
有
の
分
散
、
機
関
所
有
の
集
中
で
あ
る
。

1 

個
人
所
有
と
機
関
所
有
の
全
体
情
況

個
人
所
有
の
分
散
、
機
関
所
有
の
集
中
と
は
、
い
か
な
る
現
象
を
さ
す
か
。
所
有
の
分
散
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
、
言
葉
そ
の
も
の
か

ら
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
株
主
数
の
増
加
あ
る
い
は
そ
の
地
域
的
分
散
拡
大
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
現
象
を
さ
す
場
合
い
も
あ
ろ
う

が
、
会
社
支
配
に
関
し
て
は
大
株
主
の
持
株
比
率
の
低
下
を
さ
す
場
合
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
会
社
規
模
の
拡
大
に
と
も
な
い
、
大
株
主

の
持
株
比
率
は
絶
対
的
に
は
増
加
す
る
が
、
そ
れ
以
上
に
中
小
株
主
の
株
が
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
増
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
株
主

の
持
株
比
率
が
低
下
す
る
現
象
を
さ
す
。

で
は
、
現
在
に
お
け
る
個
人
所
有
の
分
散
、
機
関
所
有
の
集
中
と
は
、
具
体
的
に
は
い
か
な
る

現
象
を
指
す
か
。

ま
ず
、
表
1
を
見
ら
れ
た
い
。

(1) 

個
人
株
主
は
、
昭
和
二
六
年
か
ら
昭
和
三
六
年
の
十
年
間
は
増
加
し
て
い
る
が
、
昭
和
三
六
年
か
ら
昭
和
五
一
年
の
十
五
年
間

現
代
企
業
支
配
論
序
説
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機関株主の状況

臨もに個7Zl 葉市裏|個人間 C の推移 I~ の推移株 株式数合 Cs.26を CS.26を
B/  o. 1. c.. 1. D.. I c./ c +-b I 1OOとする)1100とする〕

人 千株 千株 % 
208 2，021，043 1，526，335 56.97 100 100 

227 8，088，425 8，082，722 50.02 400 530 

176 23，805，338 26，891， 368 46.96 1，178 1，762 

159 38，619，112 48，576，366 44.29 1，911 3，183 

185 47，702，037 79，886，107 37.39 2，360 5，234 

243 60，451，850 122，622，335 33.02 2，991 8，034 

E の増加率 1 11 管当たりの Ir の推移 l~ の増加率| E:F 保 株式数 CS.26を
(対前年度比)I F=D/B 100とする)IC対前年度比〉

Fぢ 株 % 
10，247 100 1 : 26 

246 45，163 441 441 1 : 47 

168 119，496 1，166 265 1 : 75 

138 196，331 1，920 164 1 : 89 

125 270，886 2，644 138 1 : 98 

113 293，423 2，864 108 1 : 94 

四

は
、
ほ
と
ん
ど
増
加
し
て
い
な
い
。

そ
れ
に
た
い
し
て
、
機
関
株
主
数
は
そ
の
間
一
途
に
増
加
し

続
け
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
個
人
株
主
の
絶
対
数
は
大
き
く
、
終
始
九
八
パ

1
セ
ン
ト
前
後
を
し
め
て
い
る
。

(2) 

個
人
所
有
株
式
数
も
機
関
所
有
株
式
数
も
、
と
も
に
増

加
し
て
い
っ
て
い
る
。
だ
が
、
昭
和
二
六
年
を
基
本
と
し
て
、

昭
和
五
一
年
の
二
五
年
間
に
、
個
人
所
有
が
三

O
倍
の
増
加
し

た
の
に
た
い
し
て
、
機
関
所
有
は
八

O
倍
も
増
加
し
て
い
っ
て

い
る
。な

お
、
個
人
所
有
と
機
関
所
有
は
、
昭
和
三
一
年
で
全
体
の

半
分
づ
つ
を
わ
け
も
っ
て
お
り
、
昭
和
五
一
年
で
は
、
個
人
所

有
は
三
分
の
一
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。

」
の
推
移
を
図
示
す
れ
ば
、
第
二
図
の
よ
う
に
な
る
。

(3) 

個
人
一
人
当
り
平
均
所
有
数
は
漸
増
し
、
昭
和
二
六
年

か
ら
、
昭
和
五
一
年
ま
で
に
約
八
倍
と
な
っ
て
い
る
の
に
た
い

し

一
機
関
当
り
の
所
有
数
は
、
そ
の
増
加
率
は
は
る
か
に
大



我国上場会社の個人株主及び

宅 手I上場会社数 I個人株主数 I機関株主数 I個割人株主合の 1個社人当株た主り数の

昭和 B I A/A+B I A/O 
社 人 人 人

26 年 714 5，214，703 148，948 7，304 
31 年 789 8，471，803 178，968 97.93 10，737 
36 年 1，274 14，866，004 225，040 98.51 11，669 
41 年 1，561 17，469，673 247，421 98.60 11，191 
46 年 1，602 17，302，315 294，907 98.32 10，800 
51 年 1，719 19，346，883 417，903 97.89 11，255 

第 1表
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立 の 推 移
(s. 26を
100とする〕

(全国証券取引協議会「株式分布状況調査JS.53より作製〕

100 

246 

413 

570 

711 

805 

年( 度〉 ||1社当たりの IiC+D/Oの推移個人1人当たりi
株 式 数 (S. 26を の保有株式数

昭和 C十 D/O 1 100とする〕 iE=C/A 
千株

3株88 26 年 4，968 
31 年 20，496 413 955 

36 年 39，793 801 1， 601 

41 年 55，859 1，124 2，211 
46 年 79，643 1， 603 2，757 
51 年 106，500 2，144 3，125 

10卜

01 ・・ I • • I t I 

26 31 36 

側人

機関所有の推移第 2函
% 
60 

50 

20 

40 

30 

一五

L回......._，__，___
51 41 46 

L..l 

(資料:第一表と同じ)
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一
六

き
く
、
そ
の
間
約
三

O
倍
に
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
、
機
関
所
有
の
絶
対
額
は
始
め
か
ら
個
人
所
有
の
そ
れ
よ
り
大
き
い
か
ら
、
個
人
一
人
当
り
所
有
株
式
数
と
一
機
関
当
り
所
有

株
式
数
の
比
率
は
、

一
対
二
六
か
ら
一
対
九
四
と
、
ま
す
ま
す
機
関
所
有
の
割
合
を
大
き
く
し
て
い
る
。

以
上
が
、
個
人
所
有
と
機
関
所
有
の
全
体
的
情
況
の
推
移
で
あ
る
が
、
大
株
主
の
情
況
推
移
も
ま
た
、
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
?
こ
れ

は
、
ど
の
よ
う
に
み
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

2 

支
配
的
株
主
の
状
況
推
移

か
つ
て
、
バ

I
リ
u

ミ

i
ン
ズ
は
支
配
的
な
大
株
主
の
所
有
の
分
散
す
な
わ
ち
持
株
比
率
の
低
下
に
伴
っ
て
、
支
配
形
態
の
変
化
を
ほ

と
ん
ど
一

O
Oパ
ー
セ
ン
ト
所
有
を
完
全
所
有
支
配
、
過
半
数
所
有
ま
多
数
所
有
支
配
、
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
所
有
に
も
と
づ
く
支

配
を
少
数
所
有
支
配
、
支
配
的
所
有
者
な
し
を
経
営
者
支
配
と
し
て
分
類
し
た
。
だ
が
、
こ
の
所
有
に
も
と
づ
く
支
配
形
態
は
、
個
人
所

有
と
機
関
所
有
に
も
と
づ
く
所
有
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
問
題
と
し
て
は
い
な
い
し
、
株
式
は
一
途
に
分
散
す
る
と
い
う
仮
説
に
立
つ
も

の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
支
配
的
所
有
者
の
所
有
の
割
合
と
そ
の
推
移
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
バ

i
ザ
は
、

持
株
比
率
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
を
経
営
者
支
配
と
範
曙
化
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、

有
者
な
し
と
し
て
分
類
し
た
。
そ
じ
て
、
パ

i
リ
と
同
じ
く
最
大
二
一
白
産
業
会
社
を
と
り
そ
の
支
配
的
所
有
者
の
持
株
比
率
別
会
社
数
の

一
O
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
を
支
配
的
所

推
移
を
み
る
。
第
三
表
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
図
示
し
た
も
の
が
、
第
四
図
で
あ
る
。

昭
和
十
一
年
か
ら
昭
和
三
一
年
の
二

0
年
間
に
、
支
配
的
所
有
者
な
し
は
三
四
・

O
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
六
六
・

O
パ
ー
セ
ン
ト
と
著
増

じ
、
株
式
.
の
分
散
化
傾
向
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

だ
が
、
昭
和
三
一
年
か
ら
昭
和
五
一
年
の
ニ

O
年
に
か
け
て
は
、
支
配
的
所
有
者
な
し
は
六
六
・

O
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
、
二
回
・
五
パ



〉内%

| 昭和11年 | 昭和畔| 昭和岬| 昭和日

完全所有(100%) 12 ( 6.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

過半数所有 (50%以上〉 13 ( 6.5) 4 ( 2.0) 4 ( 2.0) 12 ( 6.0) 

少数所有 (50%未満〕 93 (46.5) 64 (32.0) 76 (38.0) 138 (69.0) 

10%未満 82 (41. 0) 132 (66.0) 120 (60.0) 50 (25.0) 

Jロ』 計 1200(100.0) 1蝋 100.0)12附 00.0) 1200CIO~02 

〈支配的所有者の持株比率の推移第 3表
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(勿〉

D (71.5) 

持株比率別所有状況の推移([第3表〕を図示したもの〉

D (34.0) C (48.5) 

第4図

D (61.5) C (34.5) 

D (24.5) 

B:過半数所有 (50.0-) 
D:支間的所有主体ナシ(10%未満)

C (69.5) 

A:完全所有(100.0%)
c:少数所有(10.0-49.9%)

1
セ
ン
ト
と
激
減
し
、
そ
の
分
だ
け

少
数
所
有
が
増
大
し
、
多
数
所
有
を

微
増
せ
し
め
て
い
る
。
株
式
の
集
中

化
傾
向
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
に
、
支
配
的
所
有
者
を

T
N
E
C
調
査
の
分
類
に
従
っ
て
、

同
族
・
同
族
プ
ラ
ス
会
社
・
単
一
会

社
・
複
数
会
社
・
支
配
的
所
有
主
体

な
し
に
分
類
し
、
同
じ
く
最
大
二
百

の
産
業
会
社
の
支
配
所
有
主
体
別
の

会
社
数
の
推
移
を
み
て
み
よ
う
。
同

族
プ
ラ
ス
会
社
も
大
き
く
は
同
棲
的

所
有
範
曙
に
入
る
。
そ
し
て
、
同
族

所
有
が
個
人
所
有
、
単
一
会
社
所
有

と
複
数
会
社
所
有
が
機
関
所
有
範
曙

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま

ぃ
。
第
五
表
お
よ
び
第
六
図
が
ぞ
れ

一
七
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〉内%

i 昭和昨 | 昭和31年 | 田和時 | 昭和51年

同 族 46 (23.0) 9 ( 4.5) 16 ( 8.0) ふ 5( 2.5) 

同族+会社 23 (11. 5) 6 ( 3.0) 2 ( 1. 0) 14 ( 7.0) 

〔 同族小計〕 [69 (34.5)J [15 ( 7.5)J [18 ( 9.0)J [19 ( 9.5)J 

単 一 fr: 社 51 (25.5) 10 ( 5.0) 20 (10.0) 18 ( 9.0) 

複 数 ぷfr: 社 10 ( 5.0) 32 (16.0) 39 (19.5) 104 (52.0) 

〔会社小計ユ [61 (30.5) [42 (21.0)J [59 (29.5)江 [122 (61. O)J 

官公庁(その他〉 2 ( 1. 0) o ( 0.0) 0(0.0) 9(1) ( 4.5) 

支配的所有主体ナシ 68 (34.0) 143 (71. 5) 123 (61. 5) 50 (25.0) 

ぷ口』 計 |州100.0)I蝋 100.0)I蝋 100.0)I 200(100.0) 

支配的所有者の主体別構成の推移第 5表

所有主体別所有状況の推移([第 5表〕を図示したもの〕

(%) 

支配的所有主体ナシ

(34.0) 

第 B図

昭和11年

支配的所有主体ナシ (71.5)
同族

昭和31年1(7.5)

支配的所有主体ナシ (61.5) 

公機関他(3.5)

支配的所有主体
ナシ (24.5) 

複数会社 (51.5)昭和日年

八



を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

戦
前
の
昭
和
十
一
年
に
同
族
が
支
配
的
所
有
者
で
あ
っ
た
会
社
が
三
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
大
き
く
占
め
て
い
た
の
が
、
戦
後
昭
和
三

一
年
に
は
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
激
減
し
、
そ
の
後
昭
和
四
一
年
に
九
・

O
パ
ー
セ
ン
ト
、
昭
和
五
一
年
に
九
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
減
少

傾
向
し
て
い
る
。
次
に
、
特
畏
的
に
は
支
配
的
所
有
主
体
な
し
が
、
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
昭
和
一
一
年
に
一
二
四
・

O
パ
ー
セ
ン
ト

で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
三
一
年
に
は
七
一
・
五
と
過
半
数
を
は
る
か
に
こ
す
割
合
ま
で
に
増
加
し
、
そ
の
後
、
昭
和
四
一
年
に
六
一
・

五
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
少
し
、
さ
ら
に
昭
和
五
一
年
に
は
ニ
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
激
減
し
戦
前
一
一
年
の
三
四
・

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
は
る

か
に
下
廻
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
支
配
的
所
有
者
な
し
の
激
減
分
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て
複
数
会
社
所
有
の
増
加
分
と
見
合

っ
て
い
る
。
複
数
会
社
が
支
間
的
所
有
で
あ
っ
た
会
社
は
、
昭
和
一
一
二
年
に
一
六
・

O
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
四
一
年
に

は
一
九
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
増
加
し
、
昭
和
五
一
年
に
は
五
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
増
加
し
、

つ
い
に
、
過
半
数
に
達
し
て
き
た
。
同
族

所
有
と
複
数
会
社
所
有
を
、
よ
り
具
体
的
な
表
現
を
も
っ
て
す
る
な
ら
、
同
族
所
有
と
は
財
閥
所
有
を
意
味
し
、
複
数
会
社
所
有
は
い
わ

ゆ
る
企
業
集
団
聞
の
相
互
持
合
、
相
互
所
有
を
意
味
す
る
。
財
閥
企
業
と
企
業
集
団
の
間
に
、
わ
れ
わ
れ
は
連
続
と
非
連
続
を
み
る
。
財

閥
解
体
に
よ
り
所
有
面
で
は
非
連
続
で
あ
る
。
だ
が
、
人
的
・
組
織
的
な
面
で
は
、
戦
前
・
戦
後
と
財
閥
解
体
に
も
か
か
わ
ら
ず
復
活
連

統
か
つ
成
長
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
三
一
年
の
一
六
・

O
パ
ー
セ
ン
ト
の
複
数
会
社
所
有
が
昭
和
五
一
年
の
五
一

-
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
大
き
な
割
合
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
ま
さ
に
、
戦
前
の
財
関
支
配
会
社
三
四
・
五
を
凪
復
し

凌
駕
し
た
数
字
で
あ
り
、
企
業
集
団
が
わ
が
国
経
済
に
占
め
る
力
の
増
大
の
基
本
的
な
側
面
を
こ
こ
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
お
き
、
わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
支
配
的
所
有
者
の
状
況
の
推
移
に
よ
っ
て
、
大
企
業
に
お
い
て
は
支
配
的
な
個
人
所

有
は
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
み
た
さ
ず
、
残
り
の
九

O
パ
ー
セ
ン
ト
の
支
配
的
所
有
者
は
機
関
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
同

現
代
企
業
支
配
論
序
説

九



現
代
企
業
支
配
論
序
説

二
O

族
所
有
u

個
人
所
有
の
約
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
の
会
社
名
は
、
絶
え
ざ
る
交
替
が
な
さ
れ
て
い
る
事
実
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
数
は
少
な

く
と
も
、
こ
の
事
実
は
治
大
な
中
小
企
業
群
の
存
在
と
と
も
に
機
関
所
有
の
圧
倒
的
傾
向
の
対
極
と
し
て
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

3 

機
関
所
有
の
全
体
状
況

前
節
の
叙
述
は
、
個
人
所
有
の
分
散
、
機
関
所
有
の
集
中
と
い
う
一
一
」
口
葉
で
表
現
し
た
現
象
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
単
純
化
し

て
言
え
ば
、
わ
が
国
全
上
場
会
社
の
総
株
式
の
所
有
は
個
人
所
有
の
減
少
、
機
関
所
有
の
増
大
傾
向
を
一
不
し
、
昭
和
五
一
年
に
お
い
て
、

個
人
所
有
は
三
分
の
一
弱
に
す
ぎ
ず
機
関
所
有
が
残
り
の
七
割
を
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
最
大
二
百
の
産
業
会
社
に
お
い
て
、
支

配
的
所
有
主
体
が
個
人
で
あ
る
も
の
は
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
弱
で
あ
り
、
六
六
パ
ー
セ
ン
ト
は
機
関
が
支
配
的
所
有
者
と
な
っ
て
い
る
と
い

う
事
実
で
あ
る
。

で
は
、
機
関
と
は
何
で
あ
り
、
い
か
な
る
も
の
を
指
す
か
。
機
関
の
内
訳
を
こ
こ
で
は
、
全
国
取
引
所
協
議
会
「
株
式
分
布
調
査
」
の

所
有
者
分
類
(
第
七
表
)
を
利
用
し
、
個
人
以
外
の
所
有
者
を
す
べ
て
機
関
と
と
ら
え
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
・
地
方
公
共
団
体
と
法
人

で
あ
り
、
法
人
は
銀
行
・
生
保
・
損
保
の
金
融
機
関
と
証
券
会
社
お
よ
び
事
業
法
人
お
よ
び
そ
の
他
法
人
か
ら
な
る
。
わ
た
し
は
、
個
人

所
有
と
機
関
所
有
と
い
う
分
類
方
法
な
い
し
把
援
の
仕
方
を
す
る
が
、
個
人
所
有
と
法
人
所
有
と
い
う
分
類
、
把
握
の
方
が
一
般
的
で
あ

る
。
な
ぜ
、
法
人
所
有
で
は
な
く
機
関
所
有
ム
ロ
目
立

E
巳。
S
H
o
d『ロ

2印

v
q
(制
度
所
有
と
い
う
語
で
も
差
支
え
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の

方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
)
と
い
う
概
念
を
用
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
後
述
し
た
い
。
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
、

一
口
に
機
関
所
有
の
集

中
と
い
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
機
関
が
ど
の
よ
う
に
所
有
し
て
い
る
か
、
そ
の
推
移
を
概
観
し
て
お
く
。

機
関
所
有
は
、
こ
こ
で
は
政
府
・
地
方
公
共
団
体
の
官
公
所
有
と
全
法
人
の
民
間
所
有
に
分
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
分
け
方
に
異
論
は
な



所有者別株式数の推移(全上場会社〉

|昭和2吋s.31 I S.判 S.41 I S. 46 I S. 51 

政府・地方公共団体| 0.23 

全 法 人 [41. 26J [49.88J [53.19J [56.62J [63.17] [67.38J 

全金融機関 18.24 25.56 31.19 31. 53 35.39 37.69 

銀 行 16.35 17.00 18.67 

生 保 9.91 11.89 12.37 

損 保 3.36 4.50 4.84 

他 1. 91 2.00 1. 81 

証 券 ぷiI; 社 9.22 7司 10 2.65 5.70 1. 48 1.40 

事業主人) 13.80 17.22 19.35 19.39 26.30 28.29 
その他 人

(内，関連会社〉 (一〉 〈一〉 (一〕 (3.04) (3.86) (3.52) 

個 人 56.98 

I è;:~~)1 

32.39 

(内，外国人〉 〈ー〉 (0.18)1 (0.33)1 (0.19)1 (0.20) (0.10) 

(内，役 員〉 (3.29) 〈ー)1 (ー)1 (2.01)1 (2.08) (1. 70) 

メロ』 計 1100…00 1100川1…100川100，00

発行済株式総数 I3，54;千，378株116，171，1471 47，550，740 I 79，198，2471118，問，729b，蜘，389

第 7表

現
代
企
業
支
配
論
序
説

ぃ
。
機
関
所
有
と
個
人
所
有
と
の
推
移
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
の
べ
た
。
こ
こ
で
は
機
関
所
有

内
で
の
所
有
動
向
が
問
題
と
な
る
。
官
公
所
有

は
昭
和
ニ
六
年
に
一
・
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ

っ
た
の
が
、
漸
減
を
た
ど
り
昭
和
五
一
年
に
は

0
・
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い

も
の
と
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
上
場
株
式

会
社
の
株
式
所
有
と
い
う
形
態
で
の
官
公
所
有

〈資料: r株式分布状況調査」より作製〉

の
数
字
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
か
な
り
の

減
少
傾
向
と
い
う
数
字
が
出
て
き
た
わ
け
で
あ

る
。
だ
が
、
官
公
出
資
の
企
業
形
態
と
し
て
は

固
有
国
営
事
業
と
し
て
の
郵
政
事
業
等
の
現
業

官
庁
、
国
鉄
等
の
公
共
企
業
体
、
ま
た
住
宅
公

団
等
の
公
団
、
あ
る
い
は
自
治
体
の
所
有
経
営

す
る
交
通
そ
の
他
の
事
業
体
の
増
加
傾
向
が
あ

り
、
こ
の
数
字
は
こ
の
表
に
は
反
映
せ
ら
れ
て

い
な
い
。
機
関
所
有
の
動
向
を
問
題
と
す
る
場



傾
向
の
方
が
よ
り
大
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
金
融
機
関
の
内
訳
を
み
て
ゆ
く
と
、
銀
行
、
生
保
、
損
保
、
そ

の
他
の
順
序
で
所
有
し
て
い
る
が
、
生
保
の
増
加
傾
向
が
き
わ
め
て
著
し
い
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
こ
の
動
向
の
今
後
が
注
目
さ
れ
る
。

現
代
企
業
支
配
論
序
説

機関別持株比率〈第一部上場993社)S. 51年度

株 主 ! 持株比率 ω|株主数 ω
政府・地方公共団体 0.2 0.01 

金融機関 37.7 0.23 

銀行・信託銀

生保 12.4 0.04 

損保 4.8 0.03 

その他 1.8 0.06 

証券会社 1.4 0.20 

事業会社，その他法人 25.8 1. 53 

(機関合計〉 (67.6) (1. 97) 

イ固 32.4 (0.1) I 98.03 (0.09) 

計 100.00 100.00 

第 8表

合
、
こ
の
傾
向
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
研
究
に
つ
い
て
は
機

会
を
あ
ら
た
め
た
い
。
法
人
所
有
川
氏
所
有
の
う
ち
、
金
融
機
関
と
事
業
会

社
と
が
所
有
し
て
い
る
割
合
は
、
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
昭
和
二
六
年
全

法
人
四
一
・
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
う
ち
金
融
機
関
一
八
・
一
一
回
パ

l
セ
ン

ト
、
事
業
会
社
一
三
・
八

O
パ
ー
セ
ン
ト
、
昭
和
五
一
年
全
法
人
六
七
・
三

入。ハ

1
セ
シ
ト
の
う
ち
、
金
融
機
関
三
七
・
六
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
事
業
会
社

二
八
・
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
全
法
人
を
一

C
Cと
と
れ
ば
、

昭
和
二
六
年
に
金
融
機
関
四
四
・
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
事
業
会
社
三
三
・
四
四

(資料:第7表と同じ〉

パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
、
昭
和
五
一
年
の
金
融
機
関
五
五
・
九
四
パ
ー
セ
ン
ト
、

事
業
会
社
四
一
・
九
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
字
を
み
る
と
、
両
者
と
も
絶

対
的
に
も
相
対
的
に
も
増
大
し
て
い
っ
て
い
る
が
、
金
融
機
関
所
有
の
増
加

数
は
少
な
い
の
で
、

し
か
も
、
第
八
表
に
よ
っ
て
一
不
す
よ
う
に
、
機
関
別
の
持
株
数
お
よ
び
株
主
数
を
み
る
と
、
生
保
は
相
対
的
に
持
株
数
は
高
く
、
株
主

一
社
あ
た
り
、
持
株
数
は
極
め
て
高
く
、
第
九
表
に
示
す
よ
う
に
、
最
高
を
示
し
て
い
る
。
加
え
て
、
そ
の
増
加
傾

向
は
著
し
い
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
四
一
年
で
す
で
に
平
均
持
株
数
第
一
位
で
一
、
八
五
八
千
株
で
第
二
位
の
銀
行
の
一
、

一
九
一
千
株
を



各株主1名当たり平均持株数 (1上部上場会託， 796社〉

(千株〉

S. 31 S. 41 S. 46 S. 51 

政府・地方公共団体 14 79 165 205 

銀 行・信託銀 1，191 1， 355 1，713 

生 保 1， 858 2，834 3，295 

損 保 568 992 1，319 

証 券 dエL玉 社 14 129 62 66 

事 業 法 人 37 114 170 174 

(内，関係会社〕 (891) (1，613) (1， 627) 

イ固 人，その他 2.2 2.8 3. 1 

(役 員〉 (145) (178) (173) 

全 平 均

第 9表
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代
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「株式分析状況調査」より作製

十大株主に於ける機関別持株比率〈最犬200社〉

昭和41年 昭和51年

C%) (%) (%) く%)
政府・地方公共団体 0.17 0.5 0.59 1.5 

金 融 機 関 18.49 52.3 23・08 59.5 

銀 行 7.12 20.1 9.51 24.5 

信託 銀行 2.83 8.0 2.18 

生 保 6.25 17.7 8.65 22.3 

損 保 1. 89 5.3 2.37 6.1 I 
そ σコ 他 0.40 1.2 0.37 1.0 

証 主ノJ主 fJ: :tt 5.47 15.5 0.68 1.8 

事業法人〈内，外国法人)18.50(2.08) 24.1 11. 71(2.17) 30.2 

そ の 他 機関 0.24 0.6 0.82 2.1 

〔機関小 計1 [32.87J [93.0J [36.88J [95.1J 

イ図 人 2.47 7.0 1 1. 92 4.9 

バ口』 計 100.0 

第10表



現
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企
業
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序
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二
四

わ
ず
か
に
凌
い
で
い
る
が
、
十
年
後
の
昭
和
五
一
年
で
は
、
生
保
三
、
二
九
五
千
株
、
銀
行
一
、
七
二
二
千
株
と
な
り
、
生
保
は
銀
行
の

約
二
倍
に
及
ぶ
著
し
い
数
字
を
示
し
て
い
る
。

4 

大
株
主
に
お
け
ろ
機
関
別
所
有
状
況

機
関
株
主
の
全
体
的
状
況
を
一
部
上
場
会
社
に
お
い
て
み
て
き
た
が
、
次
に
、
大
株
主
に
お
け
る
機
関
の
所
有
状
況
を
、
最
大
二
百
社

の
産
業
会
社
の
十
人
の
大
株
主
に
お
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
第
十
表
を
子
り
れ
た
い
。

わ
ず
か
十
大
株
主
が
昭
和
四
一
年
に
お
い
て
、
全
体
の
三
五
・
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
大
き
な
割
合
を
所
有
し
、
そ
の
中
で
個
人
は

二
・
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
残
り
の
三
二
・
入
七
パ
ー
セ
ン
ト
は
機
関
が
所
有
し
て
い
る
。
こ
の
十
大
株
主
の
中
で
、
い
か
な
る
機
関
が
ど

れ
だ
け
の
割
合
を
占
め
て
い
る
か
を
み
て
ゆ
こ
う
。
個
人
は
そ
の
中
で
わ
ず
か
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
も
つ
に
す
ぎ
ず
、
機
関
は
九
三
パ

l
セ

ン
ト
を
も
っ
。

機
関
の
内
訳
を
上
位
よ
り
順
序
に
み
て
ゆ
く
と
、

事
業
会
社
の
二
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、

銀
行
の
コ

0
・
-
パ

l
セ
ン

ト
、
生
保
の
一
七
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
証
券
の
一
五
・
玉
。
ハ

1
セ
ン
ト
、
さ
ら
に
信
託
銀
行
、
損
保
と
つ
づ
く
。

こ
の
情
況
は
、
昭
和
五
一
年
度
も
、
ほ
と
ん
ど
か
わ
る
こ
と
は
な
い
。
よ
り
精
し
く
み
る
な
ら
ば
個
人
大
株
主
の
所
有
は
さ
ら
に
減
じ

て
、
七
パ
ー
セ
ン
ト
か
ち
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下
し
て
い
る
。
機
関
の
中
で
は
証
券
会
誌
が
激
減
し
て
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
低
下

し
た
以
外
は
、
事
業
会
社
三

0
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
銀
行
ニ
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
生
保
二
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
あ
と
損
保
、
信
託
銀

行
に
つ
づ
く
。

保
険
の
増
大
傾
向
を
の
ぞ
け
ば
、
事
業
会
社
が
第
一
位
の
地
位
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
乙
の
事
実
は
、
さ
き
に
掲
げ

た
第
九
表
各
株
主
一
名
当
り
の
平
均
持
株
数
に
お
い
て
、
昭
和
五
一
年
を
み
て
み
る
と
一
位
生
保
の
一
一
三
九
五
千
株
、
二
位
銀
行
一
、
七



一
三
千
株
、
三
位
損
保
の
て
一
一
二
九
千
株
、
四
位
、
政
府
・
地
方
公
共
団
体
の
二

O
五
千
株
に
つ
づ
い
て
第
五
位
に
事
業
法
人
が
や
っ

と
顔
を
出
し
、
わ
ず
か
一
七
四
千
株
を
所
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
最
大
二
百
社
の
十
大
株
主
の
所
有
の
割
合
と
す
れ
ば
、
事
業
会

社
が
第
一
位
の
所
有
を
誇
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
大
企
業
に
お
け
る
企
業
集
団
内
部
の
相
互
持
合
い
の
一
面
が
こ
の
報
告
と
な
っ
て
現

わ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

個
人
所
有
の
分
散
、
機
関
所
有
の
集
中
現
象
は
、
い
か
に
し
て
生
起
し
、
今
後
こ
の
傾
向
は
ど
の
よ
う
に
進
行
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

個
人
所
有
の
相
対
的
縮
少
、
分
散
、
機
関
所
有
の
絶
対
的
相
対
的
増
大
・
集
中
の
傾
向
は
今
後
ま
す
ま
す
進
行
し
、
逆
転
す
る
こ
と
は

あ
る
ま
い
。

ま
ず
、
個
人
の
出
資
は
、
会
社
の
増
資
に
応
じ
て
個
人
持
株
数
を
比
例
的
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
税

制
で
あ
る
。
高
額
所
得
者
に
た
い
す
る
累
進
一
謀
税
は
、
所
得
税
プ
ラ
ス
地
方
税
で
八

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
及
ぶ
。
こ
れ
で
は
、
か
り
に
会
社

が
毎
年
二
割
配
当
を
し
、
五
年
後
に
倍
額
増
資
し
た
と
す
る
と
、
配
当
を
そ
っ
く
り
蓄
え
応
じ
て
持
株
比
率
を
維
持
で
き
る
の
に
、

)¥ 

割

も
と
ち
れ
る
の
だ
か
ら
残
り
二
割
で
応
ず
る
以
外
に
な
く
、
持
株
比
率
の
低
下
は
、
い
ま
さ
ら
こ
ん
な
説
明
を
す
る
遣
も
あ
る
ま
い
。
加

う
る
に
、
累
進
的
相
続
税
で
あ
る
。
持
株
以
外
に
財
産
が
な
い
と
す
れ
ば
、
持
株
を
売
っ
て
税
金
を
払
う
以
外
に
な
い
。
持
株
比
率
は
さ

ら
に
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
法
人
に
は
相
続
税
は
な
い
。
利
益
に
か
け
ら
れ
る
税
金
は
個
人
所
得
税
よ
り
低
い
。
し
か
も
、
個
人
所
得
と
こ
と

な
り
、
利
誌
は
一
切
の
費
用
を
差
引
い
た
残
額
で
あ
る
。
そ
の
上
、
利
益
は
諸
種
の
か
た
ち
で
、
留
保
蓄
積
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

個
人
よ
り
徴
収
し
た
税
金
は
、
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
体
の
収
人
と
な
り
、
そ
の
一
部
は
官
公
お
よ
び
民
間
の
諸
機
関
に
出
資
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

現
代
企
業
支
配
論
序
説

二
五



現
代
企
業
支
配
論
序
説

一一六

ま
た
、
個
人
は
も
ろ
も
ろ
の
生
活
保
証
の
た
め
に
銀
行
に
貯
金
し
、
各
種
の
保
険
に
加
入
す
る
。
士
地
お
よ
び
有
価
証
券
の
形
の
財
産

所
有
が
減
少
す
れ
ば
す
る
程
、
こ
の
動
向
は
強
ま
る
。

か
く
し
て
、
銀
行
預
金
は
増
大
し
、
保
険
掛
金
は
増
大
し
、
こ
れ
ら
金
融
機
関
に

集
積
せ
ら
れ
た
資
金
は
倉
大
な
も
の
と
な
り
、
株
式
投
資
・
貸
付
け
に
む
か
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
個
人
の
機
関
へ
の
従
属
化
の
金
融
面
か
ち
す
る
動
向
は
、
個
人
所
有
の
減
少
・
分
散
、
対
極
と
し
て
の
機
関
所

有
の
拡
大
・
集
中
を
必
然
な
ら
し
め
る
。
だ
が
、
株
式
会
社
制
度
は
、
機
関
に
よ
る
集
中
的
所
有
、
流
動
性
の
硬
化
と
は
矛
盾
す
る
。
だ

か
ら
、
個
人
株
主
の
増
大
と
流
動
化
が
制
度
的
要
求
と
な
っ
て
、
諸
種
の
施
策
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
間
和
五
二
年

十
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
新
商
法
で
も
、
株
式
分
割
そ
の
他
個
人
株
主
増
加
を
期
待
し
て
の
改
正
点
を
も
り
込
ん
で
い
る
が
、
所
詮
は
末
梢

的
な
対
策
に
す
ぎ
ず
、
基
本
的
動
向
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

以
上
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
個
人
所
有
の
分
散
u

機
関
所
有
の
集
中
と
い
う
傾
向
的
現
象
の
や
や
精
し
い
説
明
と
、
そ
の
よ
う
な
現
象

を
惹
き
起
し
つ
つ
あ
る
い
く
つ
か
の
要
因
の
列
挙
で
あ
る
。
な
お
、
個
人
所
有
の
分
散
、
機
関
所
有
の
集
中
に
関
す
る
詰
表
は
い
ず
れ

も
、
三
戸
浩
「
我
国
大
企
業
の
所
有
構
造
」

(
法
政
大
学
『
大
学
院
紀
要
』
第
六
号
、
修
士
論
文
要
旨
、
お
よ
び
本
文
)
に
お
け
る
表
を

利
用
し
た
。

B 

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
個
人
所
有
と
機
関
所
有
の
状
況

1 

パ
i
リ
H

ミ

i
ン
ズ
と
そ
の
後
継
者

個
人
所
有
と
機
関
所
有
の
問
題
を
大
き
く
と
り
あ
げ
た
の
は
、
か
の

A
-
A
・バ

l
リ
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
パ

i
リ
は
ミ

i
ン
ズ
と
一
緒
に
、

『
近
代
株
式
会
社
と
私
有
財
産
』
を
書
い
た
。
そ
こ
で
、
株
式
会
社
の
大
規
模
化



ミーリニミーンズ調査とラーナー調査

ノミーリ=ミーンズ調査 ラーナー調査

1929 1963 

実数 比率勿 実 数 比率%

完全所有支配 12 6 。 。
過半数所有支配 10 5 5 2.5 

少数所有支配 46 23 18 9 

法 的 支 自己 41 21 8 4 

経 営 者 支 自己 88 44 169 84.5 

管財人の手中のあるもの 2 1 

合 計 200 100 200 100 

と
と
も
に
株
式
は
分
散
し
、
所
有
者
支
配
か
ら
経
営
者
支
配
に
転
化
す
る
と
の
実
証

的
研
究
を
お
こ
な
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
後
、
ラ

l
ナ
ー
は
こ
の
理
論
を
そ
の
ま
ま
信
奉
し
、
同
種
の
手
法

で
実
態
調
査
を
お
と
な
い
「
一
九
二
九
年
の
パ

l
リ
の
調
査
時
点
で
は
経
営
者
輩
命

の
進
行
中
で
あ
っ
た
が
、

一
九
六
三
年
の
現
在
で
は
経
営
者
革
命
は
ほ
と
ん
ど
完
了

第11表

し
た
し
と
い
う
結
論
を
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
所
有
権
の
侵
位
を
考
え
る
論
者
は
、
こ
の
バ

i
リ
時
ミ

l
ン
ズ
の
理
論
を

覆
え
そ
う
と
試
み
た
が
、
実
証
的
研
究
に
も
と
づ
い
て
発
言
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ

り
、
た
と
え
ば

T
N
E
C
調
査
も
〈
支
配
的
利
害
集
団
な
し

V

S
仏

O
B
E
m
E

百
円
巾
吉
田
門
限
円
。
ロ
切
と
い
う
会
社
範
唱
を
も
う
け
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
範
曙
に
属
す
る

会
社
数
が
か
な
り
の
数
値
に
の
ぼ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
た
。
八
支
配
的
利
害

集
団
な
し
〉
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
経
営
者
支
配
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

D
-
M
・
コ
ッ
ツ

も
ま
た
、

八
支
配
の
中
心
を
識
別
で
き
な
い
も
の

V
E
広

g
Eぽ
a
n
o三
買
え

注 (1)

。
。
己
円
o-
を
少
な
く
す
る
た
め
に
、

」
の
範
噂
が
多
い
公
益
事
業
を
特
別
あ
つ
か

い
に
し
た
り
、
金
融
機
関
の
支
配
力
を
大
き
く
と
り
あ
っ
か
お
う
と
し
て
い
る
が
、

や
は
り
、

八
支
配
の
中
心
を
識
別
で
き
な
い
も
の
範
曙
〉
の
会
社
は
七
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
大
き
に
達
し
、

ラ
l
ナ
l
の
目
一
杯
の

〈
経
営
者
支
配
〉
八
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
わ
ず
か
二
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
低
い
だ
け
で
、
全
体
の
な
か
で
は
圧
倒
的
な
数
値
に
の
ぼ
っ
て

現
代
企
業
支
配
論
序
説

二
七



現
代
企
業
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配
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二
八

L主土」益出l旦辺市ぶれ1E

l言;;1
円1

ょ;:〕ι:34|

(%) 

7.9 
(注 5)

2.3 

18.2 

単一会社

(13.6) 

71. 6 84.5 

同族(会社複合も含む〉

社ぷ』
-z;: 単

社

有
れ

所
さ'類

が
分

だ
に
の

満
り
も

米
有
る

が

m
体
い

叩
主
て

之』
Z三三数複

支配的所有主体ナシ
(10%未満〉

合計

(対象社数〉

(1) パーリニミーンズ調査は， 20%未満故，

る。

(2) [""管財人の手中J2社， 1%を除外した。

(3) コッツは公益事業だけは，資産額を基準とせずに最大十社を選んでいる。

それlニより，ラーナー調査よりはるかに所有主体ナシが減少している e

(4) コッツは， [""完全な支配」と「部分的な支配」とL寸分類を用い，前者は

単一で10%以上なL、し， 5%以上でも取締役会に強力な代表権を有すること

を条件とし，後者は，他にも10%以よの持主が存在する。ないし 5%以上保

有し且つ他に10%以上し株主ナシ等とLづ条件である。ここでは，他との比

較の為， [""部分的支配」は「所有主体なし」に分類した。部分的支配の中に

も10%以上の株主があるのだが， [""完全な支配」にも，%未満が含まれてい

る為，それ程大きな差異はないと判断される。尚，コッツの分類による「支

配的所有主体ナシ」は45劣である。

(5) メトカーフの分類では 5%以上とLづ基準が単一会社では用いられてい

る。それによれば14社， 15.9%であるが， その内7.5%以上で何%かどうか

わからぬものがN祉の為，その2社を「単一会社所有」とした。

。各調査毎に調査対象社数が等しくないので，社数でなく忽で示した。

0 本表は注にもある通り，各調査で異なる分類基準，カゴリーを設けてある

ので，比較の為，単一カテゴリー，分類基準により集計し直しであり各調査

報告で示されている数字と，必らずしも同じではない。



合衆国の資本市場1919-1947年

( )内単位10億ドル

間違の形態 会社資本形成

第13表

仲介機関

全種類町

公共事業

・プラス

会形態の

耐久生産財

プラス

住宅

内部調達L な

資金源

当座事業貯蓄

1919 -1947 

34% 

合衆国総資本形成

現
代
企
業
支
配
論
序
説

商業銀行

と

Fに列記した

諸機関

銀行信用

7ラフ、

1919年以前内

貯蓄投資

40% 

会社貯蓄

81% 

債券

42% 

出蓄団体およぴ貸

付全団体5%

、ー〉。
、U

喝

、

a

，2 

A
-
A
・
パ

l
リ

と
こ
ろ
で
、
パ

l
リ
は
『
近
代
株
式
と
私

有
財
産
』

一
九
一
二
二
年
に
つ
づ
き
叶
V
O
M

。
仲
町
の
叩
ロ
門
戸
同
門
一
可
ハ
U
白
]
V
F
門
知
ロ
回
同
河
0
4
0】
ロ
江
O
D
W

呂
町
仏
(
桜
井
信
行
訳
円
二
十
世
紀
資
本
主

義
革
命
』
東
洋
経
済
社
〉
を
出
す
。
こ
の
本

で
、
現
代
の
会
社
資
本
主
義
体
制
に
お
け
る

ノミーリ『財産なき支配』訳書 p.58~59. 

支
配
者
た
る
経
営
者
の
支
配
の
正
当
性
、
経

営
者
の
倫
理
に
関
す
る
哲
学
的
考
察
を
ほ
ど

」
し
て
い
る
。

(
著
語
1
!日
本
の
現
在
を

法
人
資
本
主
義
と
把
握
す
る
奥
村
宏
氏
は
、

法
人
の
無
責
任
性
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

後
に
問
題
と
し
た
い
)

さ
て
、

ハ
l
リ
は
一
九
五
九
年
句
。
当

2

4
『

-
F
O
E
H
4
3
2
q
(加
藤
寛
、
関
口
操
、

丸
尾
直
美
訳
『
財
産
な
き
支
配
』
論
争
社
)

二
九
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受取勘定、
その他の資
金の噌加

棚卸品への
追加

工場・設備
への支出

100 

0 

100 

50 

75 

50 

75 

25 

25 

し
て
も
全
産
業
ニ

O
パ
ー
セ
ン
ト
で
し
か
な
い
。
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

。
業送公益事業と商

コミュニケ

ーンヨン

全産業製造・鉱業輸

資料:合衆国商務省，企業経済局， OBE (SEC及び他の金融資

料にもとづく)57-25-5。

ノミーリ『財産なき支配』訳書 p.66。

。
を
出
す
。
こ
の
本
で
、
彼
は

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
形

成
、
資
本
調
達
の
形
態
が
個

人
べ

l
ス
か
ら
機
関
べ

i
ス

に
す
っ
か
り
変
化
し
て
い
る

事
実
を
決
定
的
な
か
た
ち
で

っ
き
出
し
た
。
バ

l
リ
に
よ

っ
て
作
製
さ
れ
た
イ
ラ
ス
ト

を
一
日
み
れ
ば
、
個
人
に
よ

る
出
資
が
い
か
に
減
少
し
て

い
る
か
は
、
き
わ
め
て
明
瞭

で
あ
る
。
個
人
に
よ
る
出
資

は

第
十

の
外
部
源
泉

を
全
部
個
人
投
資
と
み
た
と

「
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
観
察
を
結
合
し
よ
う
。
農
業
以
外
の
産
業
に
流
入
す
る
資
本
に
つ
い
て
、
六

O
パ
ー
セ
ン
ト
は
利
潤
や
減
個
償

却
金
に
よ
り
内
部
的
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
の
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
も
し
く
は
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
保
険
会
社
や
年
金
信
託
の
投
資



ス
タ
ッ
フ
を
通
じ
て
処
理
せ
ら
れ
る
。
他
の
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
は
銀
行
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
貯
蓄

〈

3
〉

し
て
そ
の
用
途
を
え
ら
ん
だ
個
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
己

パ
!
リ
は
、

所
有
構
造
の
こ
の
よ
う
な
変
化
の
も
と
に
お
け
る
経
済
権
力
の
正
当
性
を
問
い
、

」
の
体
制
を
経
済
共
和
制

2
8
5山口

話
回
以
戸
げ
同
庁
と
規
定
し
、
さ
ら
に
そ
れ
と
ソ
連
共
産
主
義
体
制
の
比
較
を
し
て
い
る
。
こ
の
経
済
共
和
制
の
概
念
を
バ

i
リ
は
更
に
深
め
展

開
し
、
そ
れ
を
一
九
六
三
年
、

d
H
O
〉

5
2片
山
口
問
円
。
ロ

O
B
W
河
内
必
ロ

E
E
(晴
山
英
夫
訳
『
財
産
と
権
力
!
l
i
ア
メ
リ
カ
経
済
共
和
国

ー
l
a
文
真
堂
)
に
ま
と
め
て
世
に
問
う
た
。

パ
i
リ
の
こ
こ
で
盛
ら
れ
た
現
代
社
会
の
把
握
は
、
保
く
広
い
。

そ
し
て
、
彼
は
最
後
の
大
著
六

O
O頁
に
及
ぶ
忠
君

2
5
0叶
を
残

し
、
こ
の
世
を
去
っ
た
。

J
-
K
・
ガ
ル
プ
レ
イ
ス
は
、
「
ア
ド
ル
フ
・
パ
l
リ
は
当
代
誰
よ
り
も
深
い
権
力
に
関
す
る
著
作
を
公
刊
し
て

来
た
。
こ
の
本
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
」
と
推
奨
し
て
い
る
。
だ
が
、
バ

i
リ
の
『
財
産
な
き
支
配
』
以
降
の
思
想
、
機
関
所
有
の
も
と

に
お
け
る
経
済
構
造
と
支
配
に
関
す
る
理
論
は
ア
メ
リ
カ
で
も
日
本
で
も
、
ま
だ
十
分
に
理
解
せ
ら
れ
、
利
用
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

3 

P
-
J
・
プ
ラ
ン
パ

i
グ

た
と
え
ば
、
個
人
所
有
の
分
散
・
機
関
所
有
の
集
中
を
主
要
論
点
と
し
た

E
H
E匂
』
・

国-ロロ回目
v
叩
吋

hp

同，

F
O

B
巾
四
位
円
。
与
え
三
日

o
p
E

〉

g
o
H
W
E
E
n
-
o
H
U
J
z
a
(中
村
瑞
穂
監
訳
『
臣
大
株
式
会
社
1

ー
そ
の
権
力
と
ア
メ
リ
カ
社
会
|
|
』
文
真
堂
)
を
と
っ
て
み
て

も
、
パ
l
リ
の
『
財
産
な
き
所
有
』
に
つ
い
て
一
言
触
れ
る
だ
け
で
、
バ
l
リ
M

ミ
l
ン
ズ
1
1
1
ラ
l
ナ
!
の
見
解
を
大
き
く
と
り
あ
げ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
し
、

『
財
産
と
権
力
|
|
ア
メ
リ
カ
経
済
共
和
国
1
1
1』
に
つ
い
て
は
、
何
等
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

プ
ラ
ン
パ
l
グ
が
、

こ
の
本
の
中
で
機
関
所
有
の
集
中
の
事
実
を
示
す
表
と
し
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
第
十
五
表

現
代
企
業
支
配
論
序
説
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アメリカ大企業の機関所有の状況

1969年の 196高9年に位のよ 機関所有

時順価によ位る 売上 る 株式会社名
合|機関の数)1頂 割

1 5 International 43.1% 81 
Business Machines 

2 1 American T出 fon巴 10.0% 130 
(公益〉 and Telegrap 

3 1 General Motors 20.0% 79 

4 2 Exxon 30.0% 101 

5 27 Eastman Kodak 41.0% 102 

6 1 Sears Roebuck 45.3% 106 
(小売業〕

7 8 Texaco 30.0% 62 

8 4 General Electric 30.0勿 69 

9 71 Xerox 52.8% 76 

10 10 Gulf Oil 50.0% 102 

第15表

プランパーグ『巨大株式会社』訳書 p.128o

第15表の補充

1969年
発対行象て所済と株式の機うち調査

売上順規模に位よる 株式会社 . なった 割関によ
っ 有 さ れ る 合

174 Merck 50.9% 

172 A von Products 47.6% 

94 American Home Products 35.0% 

28 Proctor & Gamble 34.5% 

59 Minnesota Mining & 33.2% 
Manufacturing 

第16表

は
、
ア
メ
リ
カ
-
証
券
取
引
所
委

員
会
の
一
九
七
一
年
度
機
関
投

資
家
調
査
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
大

株
式
会
社
上
位
十
社
の
機
関
所

有
の
状
況
で
あ
る
。
ま
た
、
第

十
七
表
は
メ
ト
カ

l
フ
委
員
会

報
告
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
も

プランパーグ『巨大株式会社』訳書 p.128。

の
で
、
ア
メ
リ
カ
七
大
航
空
機

会
社
の
機
所
有
の
状
況
で
あ

る
。
な
お
、
プ
ラ
ン
バ

l
グ
の

本
に
は
載
せ
て
い
な
い
が
、
第

十
八
表
も
ま
た
メ
ト
カ

l
フ
委

員
会
報
告
の
な
か
よ
り
引
用
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
よ

り
、
機
関
所
有
の
傾
向
的
増
大

傾
向
が
つ
か
め
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

一
九
五
六
年
に
お



7大航空会社の機関所有状況

株式会社名|機関の数|発行済株式中所有割合

Northwest 22 56.3% 

National 18 56.0% 

Trans World 18 45.7% 

United 24 45.5% 

Delta 21 37.735話

Flying Tiger 14 34.98~ぢ

American 18 33.60~ぢ

第17表

現
代
企
業
支
配
論
序
説

出所:Civil Aeronautics Board Report， Thirty Largest Stockholders 
of U. S. Ceγtified Air Carrieγs and Summaγy of Stock Hold喰

ings of Financial Institution (1974)， Appendix A 

プランパーグ『巨大株式会社』訳書 p.140。

投資家種類別特株比率

56 年末 I~ 年末 76 年末

10億ドル|帆率|時叶株比率附 jh比率
(%) I I (%) (%) 

社外株数全体 322. 1 100.0 647.8 100.0 945.4 100.0 

機関投資家 合計 79.1 24.5 193.1 29.8 375.4 39.7 

個人信託とコモン・トラ 33.0 10.2 70.0 10.8 103.2 10.9 スト・ファンド

投 資 2; 社 14.2 4.4 37.4 5.8 48.9 5.2 

保 険 ~ 社 9.1 2.8 19.8 3.1 51. 6 5.5 

利的非保険裂年金基金 7.1 2.2 39.6 6.1 109.7 11. 6 

ナトl・地方政府退職基金 0.1 ※ 2.1 0.3 30.1 3.2 

目オ 団 12.1 3.8 18.7 2.9 27.1 2.9 

教 育 寄 付萎金 3.4 1.1 6.2 1.0 10.4 1.1 

相 互 貯 蓄銀行 0.7 0.2 1.5 0.2 4.4 5 

式(マ機イナス〉投資会社株 -0.5 -0.2 -0.1 -0.3 -10.0 -1.1 の関保有分

他の閣内投資家 232.8 67.4 508.6 53.8 

外 人 投 資 家 10.2 3.2 I 18.1 I 2.8 61. 4 6.5 

第18表

一
一

〈注〉 ※0.05%以下.

〔出所JU. S. Senate， Voting Rights in Major Coゆorations，1978 p.594. 
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全会社におる金融機関の株式所有割合

年度|個人信託|年金基金|投資会社|生命保険| 他 |会金融機関

1900 4.39ぢ 0.5% 1.9% も.7%

1912 6.5% 0.2% 1.5% 8.1% 

1922 8.3% 0.0勿 0.1% 0.1% 1.1% 9.6% 

1929 6.8% 0.1% 1.2% 0.2% 1.4% 9.6% 

1939 12.9% 0.2% 1.2% 0.6% 2.1% 17.0% 

1945 12.3% 0.2% 1.4% 0.7% 2.0% 16.5% 

1952 11.4% 0.9% 3.0% 1.1% 2.5% 18.9% 

1958 11.4% 3.1% 4.6% 1.1% 2.5% 22.7% 

1968 a 9.1% 5.6% 5.7% 1.3% 2.3% 24.0% 

1968b 8.6% 6.3% 6.1% 1.4% 2.3% 24.6% 

1974 11.1% 9.9% 5.4% 3.5% 3.3% 33.3% 

第19表

出所:For 1900-1968a， U. S.， Securities and Exchange Commission， 
Institutional Investor Study Report， House Document 92-64， 1971， pt 6， 

pp. 78， 144. For 1968b and 1974， U. S.， Securities and Commission， 
Annual Repoγt， 1975， taqle 7. 
D. M. Kotz: Bank Control of Lorge Corporations p. 65より.

四

い
て
二
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
十
年
後
の
一
九
六
八
年
に
は
二
九

-
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
増
大
し
、
さ
ら
に
十
年
後
の
一
九
七
六
年
で

は
三
九
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
著
る
し
い
増
加
を
示
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
ま
た
、
こ
の
表
に
よ
り
、
機
関
所
有
の
内
訳
が
い
か
な
る

も
の
か
が
わ
か
る
。

一
九
六
六
年
で
は
、
年
金
基
金
が
第
一
位
で

あ
り
、
二
十
年
前
の
一
九
五
六
年
で
は
第
五
位
で
あ
っ
た
の
を
み

る
と
、
そ
の
増
加
率
の
大
な
の
に
驚
か
さ
れ
る
。
第
二
位
は
個
人

信
託
で
あ
り
、
第
三
位
の
保
険
会
社
、
第
四
位
の
投
資
会
社
と

な
り
、
相
互
貯
蓄
銀
行
所
、
地
方
政
府
退
職
基
金
、
財
団
、
教
育

寄
付
基
金
が
こ
れ
に
つ
づ
く
。

4 

P
-
F
・
ド
ラ
ッ
カ
ー

こ
の
年
金
基
金
の
増
大
現
象
を
注
目
し
て
、

p
-
ド
ラ
ッ
カ
ー

は
、
年
金
基
金
の
増
大
と
高
齢
化
現
象
と
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、

↓日H
O

C
D由
O
O
D
H
N
巾
4
0
-ロ
立
。
三
回
。
当
日
U

巾
ロ
回
目
。
ロ
司
ロ
ロ
仏

ωonSE

-
g
g
H
o
g
s
0・
巴
弓
(
佐
々
木
実
智
男
、
土
田
惇
生
訳
見
え
ざ

る
革
命
ー
ー
ー
来
る
べ
き
高
齢
化
社
会
の
衝
撃
1
1
1
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
社
)
で
人
を
引
き
つ
け
る
か
た
ち
で
年
金
基
金
社
会
主
義
論
を



展
開
し
て
い
る
。
彼
は
一
言
う
。

「
社
会
主
義
を
労
働
者
に
よ
る
生
産
手
段
の
所
有
と
定
義
す
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
こ
そ
史
上
初
の
唯
一

の
真
の
社
会
主
義
国
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
定
義
こ
そ
、
社
会
主
義
の
伝
統
的
か
つ
唯
一
の
厳
格
な
定
義
で
あ
る
。

今
日

ア
メ
リ
カ
の
民
間
企
業
の
利
用
者
は
、
そ
の
私
的
年
金
基
金
を
通
じ
て
、
少
な
く
と
も
全
産
業
の
株
式
の
四
分
の
一
を
所
有
す
る
。
彼
等

は
、
全
産
業
を
優
に
支
配
す
る
に
た
る
だ
け
の
株
式
を
所
有
し
て
い
る
。
さ
ら
に
自
営
者
、
公
務
員
、
教
職
員
の
年
金
基
金
が
、
少
な
く

と
も
全
産
業
の
株
式
の
一
割
を
所
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
被
用
者
と
自
首
者
は
、
全
産
業
の
三
分
の
一
を
所
有
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
今
後
一

O
年
を
考
え
る
と
、
年
金
基
金
は
そ
の
株
式
を
さ
ら
に
伸
ば
し
、

一
九
八
五
年
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
お
い
て
、

全
産
業
の
発
行
株
式
の
五
割
以
上
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
そ
の
後
の
一

0
年
間
に
お
い
て
は
、

つ
ま
り
二
一

世
紀
に
は
ま
だ
聞
が
あ
る
う
ち
に
、
全
産
業
の
発
行
株
式
の
三
分
の
一
一
、
お
よ
そ
他
人
資
本
の
多
分
四
割
前
後
を
所
有
す
る
よ
う
に
な
る

(
4
)
 

だ
ろ
う
。
」

ド
ラ
ッ
カ
ー
の
年
金
基
金
社
会
主
義
は
、
そ
れ
な
り
に
一
つ
の
見
方
で
あ
る
。
だ
が
、
無
条
件
に
同
意
で
き
な
い
も
の
が
残
る
。
そ
れ

は
、
年
金
基
金
が
所
有
の
圧
倒
的
な
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
年
金
基
金
は
被
用
者
の
拠
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
拠
出
金

は
基
金
と
し
て
一
本
に
集
め
ら
れ
、
そ
れ
を
管
理
す
る
主
体
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
年
金
基
金
の
管
理
運
用
の
主
体
が
実
質
的
な
所
有
主

体
と
し
て
、
支
配
力
を
振
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
問
題
で
あ
る
。
年
金
基
金
は
商
業
銀
行
の
信
託
部
門
に
信
託
さ
れ
、
銀
行
が
投

資
の
主
体
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
銀
行
の
活
動
の
重
視
す
る
と
き
、
企
業
に
対
す
る
銀
行
支
配
な
い
し
金
融
支
配
を
強
調
す
る
論
者

が
、
必
然
的
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

5 

D
-
M
・
コ
ッ
ツ

D
-
M
・
コ
ッ
ツ
は
、
所
有
者
支
配
に
固
執
し
、
経
営
者
支
配
を
肯
定
し
な
い
。
彼
は
、

一
般
に
経
営
者
支
配
と
い
わ
れ
る
も
の
を

現
代
企
業
支
配
論
序
説

五
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ノ¥

〈
支
配
の
中
心
が
識
別
で
き
な
い
も
の
〉
と
把
ら
え
、
た
だ
、
支
配
中
枢
が
推
定
で
き
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
所
有
に
も
と
づ
く
支
配
主

体
は
存
在
す
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
。
そ
の
彼
に
と
っ
て
、
年
金
基
金
が
銀
行
に
信
託
さ
れ
、
銀
行
が
企
業
の
株
式
を
買
う
と
す

れ
ば
、
銀
行
は
支
配
主
体
と
し
て
大
き
く
浮
び
上
る
こ
と
に
な
る
。

彼
は
、

『
ア
メ
リ
カ
大
会
社
の
銀
行
支
配
』

同
)
m
w
J
1
』
門
同
伊
向
・

問。同
N
-

∞mgw
の
O
E円
。
目
。
同
円
、
白
問
。
ロ

2
3
B
E
g
-ロ
吾
o
d巴芯円四

ω
S
Z♂
足
叶
∞
で
、
次
の
よ
う
な
論
述
を
展
開
し
て
い
る
。

支
配

gロ
可
己
と
は
、
管
理
活
動
に
影
響
を
与
え
る
力
宮
君
。
円
で
あ
る
、
と
彼
は
定
義
す
る
。
支
配
者
は
株
式
所
有
に
も
と
づ
き

(

1

)

経
営
層
に
一
員
を
送
り
込
み
、

(

2

)

あ
る
い
は

(
3
)
特
定
の
政
策
を
と
る
よ
う
に
圧
力
を
か
け
、
あ
る
い
は
ハ
3
)
経
営
者

が
自
発
的
に
意
に
そ
う
よ
う
な
政
策
を
と
ら
せ
る
。

彼
は
会
社
支
配
を
次
の
よ
う
な
範
曙
に
分
け
る
。

A 

完
全
な
金
融
支
配

E
ロ

PM即
日
区
内
O
E
2日

1 

一
つ
の
金
融
機
関
が
議
決
権
株
の
一

O
M以
上
を
保
有
し
、
そ
の
議
決
権
の
全
部
ま
た
は
部
分
的
代
表
権
を
も
っ
て
お
り
、
他

に
は
一

O
M以
上
の
保
有
者
は
い
な
い
。

2 

一
つ
の
金
融
機
関
が
次
の

a
と
b
の
二
つ
の
条
件
を
満
た
す
場
合

a 

そ
の
金
融
機
闘
が
五
Mm以
上
の
議
決
権
株
を
保
有
し
、
そ
の
議
決
権
の
全
部
ま
た
は
部
分
的
代
表
権
を
も
っ
て
お
り
、
他
に

五
%
以
上
の
保
有
者
は
い
な
い
。

b 

そ
の
金
融
機
関
が
、
川
そ
の
会
社
に
た
い
す
る
資
金
の
主
導
的
供
給
者
(
長
期
・
短
期
の
主
要
な
興
信
者
ま
た
は
、
投
資
銀

行
や
海
業
銀
行
関
係
を
通
じ
た
主
要
な
間
接
的
資
金
供
給
者
)
で
あ
る
か
、
同
そ
の
会
社
の
取
締
役
で
強
力
な
代
表
権
(
二

名
の
取
締
役
を
派
遣
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
最
高
経
営
者
の
ポ
ス
ト
に
一
名
派
遣
し
て
い
る
場
合
)
を
も
っ
。



3 

金
融
支
配
と
認
定
す
る
に
足
る
信
想
性
あ
る
証
拠
を
示
す
独
自
の
状
況
が
あ
る
。

B 

部
分
的
金
融
支
配

完
全
な
金
融
支
配
又
は
所
有
者
支
配
下
で
は
な
く
て
、
次
の
三
条
件
の
ど
れ
か
一
つ
に
該
当
す
る
場
合

1 

一
つ
の
金
融
機
関
闘
が
一

O
M以
上
の
議
決
株
を
も
ち
、
そ
の
議
決
権
の
全
部
ま
た
は
部
分
的
な
代
表
権
を
も
つ
が
、
他
に
も
一

O
M以
上
の
株
式
保
有
者
が
い
る
場
合

2 

一
つ
の
金
融
機
関
が
議
決
権
株
の
五
Mm
以
上
宏
保
有
し
、
そ
の
議
決
権
の
全
部
ま
た
は
部
分
的
代
表
権
を
有
し
て
お
り
、
他
に

は一

O
M以
上
の
保
有
株
主
が
い
な
い

3 

そ
の
会
社
の
資
本
の
主
導
的
供
給
者
で
あ
る
金
融
機
関
が
、
取
締
会
に
お
い
て
も
強
力
な
代
表
者
を
有
し
て
お
り
、
他
に
は
一

O
M以
上
の
保
有
株
主
が
い
な
い

C 

完
全
な
所
有
者
支
配

l 

一
個
人
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
が
会
社
の
議
決
権
株
の
一

O
%以
上
を
も
ち
、
他
に
は
一

O
M以
上
の
保
有
株
主
が
い
な
い
。

2 

一
個
人
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
が
五
以
上
の
議
決
権
株
を
保
有
し
、
強
力
な
代
表
者
を
取
締
役
会
に
も
ち
、
他
に
一

owm以
上
の
株

式
保
有
者
が
い
な
い

D 

部
分
的
な
所
有
者
支
配

3
3
E
0
4司
ロ
冊
円

g
E円
。
-

完
全
な
所
有
金
融
支
配
で
も
完
全
な
所
有
者
支
配
で
も
な
く
て
、
次
の
条
件
下
に
あ
る
も
の
、

1 

一
個
人
ま
た
は
そ
の
グ
ル
ー
プ
が
会
祉
の
議
決
権
株
の
一

O
労
以
上
を
も
ち
、
他
に
一

O
%以
上
を
も
っ
株
主
が
い
な
い

2 

一
個
人
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
が
そ
の
会
社
の
議
決
権
株
の
五
銘
以
上
を
も
ち
、
他
に
一

O
%以
上
の
保
有
株
主
が
い
な
い

現
代
企
業
支
配
論
序
説
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/i、

E 

雑
支
配

E
g
g
-
8
0
0
5
0
8
E
B
H

一
個
人
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
で
は
な
く
、
外
国
会
社
ま
た
は
自
己
管
理
基
金
に
よ
る
完
全
ま
た
は
部
分
的
な
所
有
者
支
配
の
も
と

に
あ
る
も
の

F 

支
配
の
中
心
を
識
別
で
き
な
い
も
の

5
5
0
E
5
a
s
E
2
ぇ
g
巳
吋
己

以
上
の
主
つ
の
支
配
範
曜
に
入
ら
な
い
も
の
。
だ
が
、
こ
の
範
轄
の
多
く
は
十
分
な
証
拠
は
な
い
が
以
上
の
ど
れ
か
に
推
定
で

き
る

こ
の
独
自
の
支
配
範
曜
に
よ
っ
て
、
資
産
額
基
準
非
金
融
最
大
二

O
O社
を
分
類
を
、

一
九
六
七
l
六
九
年
基
準
で
お
こ
な
っ
た
も
の

が
、
第
二

O
表
で
あ
る
。

こ
の
表
の
結
果
は
、

コ
ッ
ツ
の
意
図
と
は
か
え
っ
て
逆
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
?
に
思
え
る
。
こ
の
表
は
、
所
有
こ
そ
支
配
の
源

泉
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
金
融
支
配
が
圧
倒
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ず
、
む
し
ろ
八
支
配
の
中
心
を
識
別
で
き
な
い
も
の
〉
が
全

体
の
ほ
ぼ
半
数
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
被
自
身
の
基
準
に
達
し
な
く
て
も
、
何
と
か
金
融
支
配
、
所
有
支
配
の
範
曙
に
入
れ
る

こ
と
が
出
来
る
推
定
証
拠
が
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
そ
れ
を
除
外
し
て
い
っ
て
も
、
な
お
残
り
の
支
配
の
中
心
を
推
定
で
き
な
い
も
の
が
約
三

(
5
)
 

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
及
ん
で
い
る
。

コ
ッ
ツ
の
表
が
全
体
と
し
て
物
語
る
も
の
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
〈
支
配
の
中
心
が
識
別
出
来
な
い
も
の
〉
す
な
わ
ち
支
配
的
所

有
主
体
が
な
い
も
の
が
最
も
多
く
、

つ
づ
い
て
金
融
支
配
が
多
く
、
そ
し
て
個
人
ま
た
凶
グ
ル
ー
プ
に
よ
ろ
支
配
が
最
も
多
い
、
と
い
う

事
実
で
あ
る
。

コ
ッ
ツ
は
支
配
を
ほ
と
ん
ど
影
響
力
に
近
い
と
こ
ろ
ま
で
引
き
お
ろ
し
て
と
ら
え
、
所
有
即
支
配
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
所
有
却



コッツの分類(1967~ 1969) 一帯ZZ
ー よる支ー よ

支 自己 話器 軍義 配を除く 配を含む

会社刻銘会批判 M

1. 完全な金融支配 6.5 16 8.0 

2. 部分的な金融支配 461 23.0 511 22. ~ 

3. 部分的な金融支配と部分的な所有者支配 10 5.0 11 5.5 

4. 完全の所有者支配 311 15.5 30[ 15.0 

5. 部分的な所有者支配 2 1.0 

6. その他 5 2.5 51 2 

7. 支配の中心を識別できないもの 931 46.5 851 42 

すべての範鴎の合計

金融支配(1+2+3) 691 34. 781 39.0 

所有者支配(・ +4十5) 43i 21. 5 431 21. 5 

金融支配または所有者支配(1+2十・+4 + 5) 1021 51. 0 110 55.( 

金融支配と推定されるもの 7 3.5 

金融支配と所有者支配と推定されるもの 1 0.6 

所有者支配と推定されるもの

支配の中心を確認できないか，または推定できない
641 32. 611 30. . . 

第20表

現
代
企
業
支
配
論
序
説

支
配
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
。

に
も
か
か
わ
ら

ず
、
株
式
所
有
に
も
と
づ
い
て
、
会
社
支
配
の
類
型
を
設

定
し
、
会
社
分
類
し
た
と
こ
ろ
、
支
配
中
枢
を
見
出
し
え

な
い
会
社
が
最
大
の
割
合
を
示
し
た
の
か
。
そ
れ
は
何
故

台、

株
式
所
有
の
み
が
支
配
の
源
泉
で
は
な

そ
れ
は
、

ぃ
、
と
い
う
情
況
が
現
代
企
業
・
現
代
社
会
に
存
在
す
る

か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
そ
れ
と
し
て
お
き
、
何
故
に
コ
ッ
グ
は
執
劫

に
所
有
者
支
配
に
固
執
す
る
の
で
あ
る
か
。
経
営
者
支
配

が
言
い
出
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
を
支
持
す
る
論
者
も
多
い

の
が
ア
メ
リ
カ
な
ら
、
同
時
に
所
有
者
支
配
を
論
じ
っ
づ

け
る
者
が
跡
を
絶
た
ぬ
の
も
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。

マ
ル
ク

※ D. M. Kotz， p.97. 

ス
派
諸
学
者
は
経
営
者
支
配
的
情
況
の
把
握
に
ち
い
て

様
で
は
な
く
内
部
論
争
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ

ん
全
体
と
し
て
所
有
者
支
配
に
強
固
に
立
っ
て
い
る
こ
と

は
一
一
言
う
ま
で
も
な
い
。

ロ
バ

l
ト
・
フ
ィ
ッ
チ
と
メ
ア
リ
・
オ
ペ
ン
ハ
イ
マ
!

九
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四
0 

σコ

れ
が
会
社
を
支
配
す
る
か
|
|
金
融
資
本
と
「
経
営
者
支
配
」

1
l
l
』
(
巧
Z
E
E
F
O
(
U
2
3
3
t
oミ

SHN・吉田町
h
v

ζ
・

0
3
8
5
-
5
0
3
山
石
田
巌
雄
・
高
橋
昭
三
一
監
訳
・
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
一
房
一
)
は
、
興
味
深
い
。
さ
ら
に
、

議
会
に
設
け
ら
れ
た
委
員
会
調

査
報
告
書
は
、
い
ず
れ
も
所
有
者
支
配
的
底
流
の
も
と
に
大
企
業
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
古
く
は
一
九
四

O
年
「
T
N
E
・
調
査
か

そ
し
て
一
九
七
四
一
九
七
八
年
「
メ
ト
カ

l
ブ
報
告
」
は
い
ず
れ
も
大
企
業
の
独
占
構
造

(
6〉

を
精
細
に
調
査
し
て
お
り
、
。
ハ
ッ
ト
マ
ン
報
告
、
メ
ト
カ

1
フ
報
告
は
と
り
わ
け
銀
行
と
産
業
と
の
結
合
関
係
に
メ
ス
を
い
れ
て
い
る
。

一
九
六
八
年
「
パ
ッ
ト
マ
ン
報
告
」
、

、h

ノ、ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
企
業
の
独
占
、
所
有
支
配
が
日
本
よ
り
強
い
か
ら
ア
メ
リ
カ
上
院
が
特
別
に
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の
弊
害
に

つ
い
て
警
告
す
る
怠
大
な
調
査
報
告
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
独
占
・
所
有
の
も
と
づ
く
弊
害
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
調

査
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
弊
害
が
日
本
よ
り
激
し
い
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
言
い
え
な
い
。
日
本
の

方
が
大
き
い
か
も
知
れ
ぬ
。
だ
が
、
日
本
の
議
会
は
、
か
つ
て
こ
の
よ
う
な
調
査
を
委
員
会
を
設
置
し
て
行
な
っ
た
こ
と
も
な
い
し
、
当

然
ま
た
そ
の
調
査
結
果
を
公
刊
し
た
こ
と
も
な
い
。

た
と
え
ば
、

メ
ト
カ

l
フ
委
員
会
報
告
の
中
に
は
、

「
会
社
所
有
構
造
の
公
開
」
、

「
会
社
所
有
と
支
配
」
、
「
機
関
投
資
家
の
普
通
株
、
所
有
と
議
決
権
」
、
「
大
会
社
に
お
け
る
議
決
権
」
、
「
ア
メ
リ
カ
大
企
業
聞
に
お
け
る

重
役
の
内
部
結
合
」
等
が
あ
る
。
何
故
に
ア
メ
リ
カ
議
会
が
こ
の
よ
う
な
も
の
を
公
刊
す
る
の
に
、
日
本
の
議
会
は
し
な
い
の
か
。
ア
メ

リ
カ
と
日
本
に
け
お
る
国
民
と
議
会
と
の
あ
り
方
が
、
ど
こ
か
根
本
的
に
違
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ
か
。

こ
の
問
題
は
、
こ
こ
で
論
ず
べ
き
問
題
で
は
な
い
。
問
題
を
も
と
に
も
ど
そ
う
。
た
と
え
ば
、

コ
ッ
ツ
に
象
徴
的
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
何
故
に
、
所
有
者
支
配
で
押
し
通
し
て
、
会
社
支
配
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
立
し
て
現
実
を
分
析
し
た
と
き
、
高
い
割
合
を
示
す
八
支

配
の
中
心
が
見
出
せ
ぬ
も
の
〉
と
い
う
会
社
が
出
て
く
る
の
か
。
基
準
を
甘
く
し
て
、
所
有
支
配
を
増
や
し
、
八
支
配
の
中
心
が
見
出
せ

ぬ
も
の
〉
を
減
ら
し
て
も
、
な
お
多
数
の
会
社
が
残
る
の
か
。
そ
れ
は
支
配
の
中
心
が
見
出
せ
な
い
会
社
、
支
配
の
中
心
が
識
別
で
き
な



い
会
社
な
ど
あ
る
は
ず
は
な
い
。
あ
る
の
は
、
支
配
的
所
有
者
の
い
な
い
会
社
支
配
所
有
者
が
識
別
出
来
な
い
会
社
が
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
何
故
そ
う
な
る
か
。
支
配
の
主
要
な
源
泉
が
、
株
式
所
有
で
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
株
式
所
有
が
支
配
の
決
定
的
な
武

器
で
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
所
有
は
即
支
配
な
り
と
言
え
ば
言
え
る
。
だ
が
、
株
式
所
有
即
会
社
支
配
と
は
な
ら
な
い
。
現

代
企
業
に
お
い
て
は
い
か
な
る
要
因
の
所
有
が
支
配
の
大
き
な
武
器
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
所
有
の
主
体
が
個
人
か
ら
機
関
に
移
行
し
て
き
た
こ
と
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
。
個
人
所
有
と
機
闘
所
有
と
の
差
異
に
注
目

せ
ず
、
注
目
し
て
も
そ
れ
を
決
定
的
な
違
い
と
見
な
い
で
、
同
じ
所
有
支
配
の
な
か
の
二
種
類
と
把
握
す
る
程
度
だ
と
問
題
を
見
失
な

ぅ
。
コ
ッ
ツ
が
金
融
機
関
と
個
人
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
と
わ
け
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
定
し
た
が
、
そ
の
両
者
の
決
定
的
な
相
違
点
を
見
な
か

っ
た
と
こ
ろ
に
、
現
代
企
業
の
支
配
状
況
の
深
奥
に
迫
り
え
な
か
っ
た
原
因
が
あ
る
。

コ
ッ
ツ
が
銀
行
支
配
・
金
融
支
配
と
い
っ
て
い
る

事
態
は
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
よ
れ
ば
社
会
主
義
と
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
は
バ
!
リ
に
経
済
共
和
制

と
い
わ
し
め
る
事
態
で
も
あ
る
。

ハ

I
リ
の
経
済
共
和
制
に
つ
い
て
、
精
し
い
紹
介
を
す
る
こ
と
な
く
橋
を
閉
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
現
代
社
会
に
お
け
る
財
産
の
性
格

変
化
、
資
本
の
形
成
過
程
の
変
化
を
広
く
深
く
と
ら
え
る
パ

l
リ
に
多
く
の
も
の
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
だ
が
、
彼
は
個
人
所

有
と
機
関
所
有
と
の
区
別
を
真
正
面
に
据
え
て
い
な
い
。
わ
た
し
に
は
、
こ
の
区
別
を
重
視
し
、
こ
の
差
異
が
内
包
す
る
も
の
に
迫
る
の

ハ
7
)

が
、
現
代
企
業
・
現
代
社
会
を
把
握
す
る
重
要
な
鍵
だ
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

〈

1
)

三
戸
公
訳
「
R
・
I
-
ラ
i
ナ
l
・
最
大
ニ

O
O社
(
金
融
会
位
を
除
く
〉
に
お
け
る
所
有
と
支
配
、

『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
二
一
巻
、
第
一
号
。

(

2

)

三
戸
浩
「
わ
が
国
大
企
業
の
所
有
構
造
」

一
九
二
九
年
と
一
九
六
三
年
の
比
較
」

(
法
政
大
学
「
大
学
院
紀
要
」
第
六
号
、
要
旨
の
付
表
)

現
代
企
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支
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四

(

3

)

〉
・
〉
・
切
R
-
0・
H104く
巾
円
項
目

S
C
E
H
U
B口
q
q
w
S
E
w
-加
藤
・
関
口
・
丸
尾
訳
『
財
産
な
き
支
配
』
(
論
争
社
)
七

O
買。

(
4
)
H
U・司
-
U
E
r叩
一
ア
寸
町
四
円
]
ロ
∞
g
D
H
N
m
4
0円
三
宮
口
早
叶
少
佐
々
木
・
上
回
訳
『
見
え
ざ
る
革
命
』
(
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
)
二
頁
。

(
5
)
U
-
戸
開
OHNW
切山口付

(UCE亘
氏

H
h円
四
叩

(
U
C
G
R即
H
H
0
5
H
U寸
∞
に
つ
い
て
は
、
晴
山
英
夫
「
巨
大
会
社
に
お
け
る
金
融
支
配
|
i
コ
ッ
ツ

の
所
論
を
中
心
と
し
て
1
1
1」
ハ
『
北
九
州
大
学
商
経
論
集
』
第
一
五
巻
第
四
号
)
と
い
う
す
ぐ
れ
た
紹
介
批
判
論
文
が
あ
り
、
こ
の
稿
も
多
く
も

の
を
利
用
し
た
、
ご
く
僅
か
に
訳
語
を
か
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

(
6
)
T
N
E
C
調
査
、
と
り
わ
け
モ
ノ
グ
ラ
フ
二
九
点
に
つ
い
て
は
、
上
林
貞
治
郎
司
現
代
企
業
に
お
け
る
資
本
・
経
営
・
技
術
』
(
森
山
書
庖
)

第
四
章
・
第
五
章
に
か
な
り
精
し
い
紹
介
が
あ
る
。
「
パ
ッ
ト
マ
ン
報
告
」
に
つ
い
て
は
、
銀
行
の
所
有
と
支
配
に
関
す
る
調
査
報
告
の
部
分
が
、

志
村
嘉
一
訳
『
銀
行
集
中
と
産
業
支
配
l
l
パ
ッ
ト
マ
ン
委
員
会
報
告
l
l
l
』
(
束
洋
経
済
新
報
社
)
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

「
メ
ト
カ

I
フ
報
告
」
に
つ
い
て
は
、
松
井
和
夫
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
株
式
所
有
構
造
と
支
配
構
造
|
|
い
わ
ゆ
る
メ
ト
力
l
フ
報
告
に
関
連

し
て
|
l
」
(
『
証
券
研
究
』
第
六

O
き
が
あ
る
。
な
お
、
松
井
和
夫
「
日
米
企
業
の
株
式
所
有
構
造
と
株
価
形
成
i
i
支
配
構
造
と
の
関
連
で

ー

1
L
(『
証
券
経
済
』
一
二
八
号
)
も
あ
る
。

(

7

)

機
関
所
有
と
支
配
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
に
晴
山
英
夫
「
機
関
所
有
支
配
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
弓
北
九
州
大
学
商
経
論
集
』
第
十
三
巻
・

第
三
・
四
号
)
が
あ
る
@

も
っ
と
も
、
機
関
所
有
と
し
て
わ
た
く
し
が
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
事
態
を
、
日
本
に
お
い
て
は
多
く
の
学
者
が
法
人
所
有
と
し
て
把
握
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
二
木
雄
策
「
法
人
化
現
象
に
つ
い
て
の
ノ
i
ト
」

Q
証
券
経
済
』
第
二
ニ
二
号
)
は
株
式
所
有
に
お
け
る
法
人
化
傾
向
そ
の

も
の
を
精
細
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

わ
た
く
し
が
個
人
所
有
に
た
い
し
て
機
関
所
有
と
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
に
た
い
し
て
西
山
忠
範
『
支
配
構
造
論
』
ハ
文
真
堂
)
は
法
人
論
を
展

開
し
て
お
ら
れ
る
し
、
と
く
に
奥
村
宏
氏
は
一
連
の
著
作
お
よ
び
「
所
有
論
ノ
l
ト
」

Q
証
券
経
済
』
第
一
巻
一
二
五
号
)
に
お
い
て
つ
っ
こ
ん
だ

法
人
所
有
論
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
。
法
人
所
有
は
自
然
人
所
有
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
個
人
所
有
と
対
比
す
る
機
関
所
有
な
い
し
制
度

所
有
と
い
う
把
握
は
、
現
実
照
射
の
光
と
し
て
ど
こ
ま
で
深
く
広
く
と
ど
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。


